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一

は 

じ 

め 

に

　

清
の
趙
翼
は
『
廿
二
史

記
』
巻
一
五
「
北
斉
宮

之
醜
」
に
お
い
て
、
北
斉
の

後
宮
の
乱
れ
は
古
今
の
な
か
で
尤
も
醜
悪
で
あ
る
と
指
摘
す
）
1
（
る
。
そ
の
一
方
で
、
同

時
期
に
華
北
を
二
分
し
た
北
周
の
後
宮
に
つ
い
て
醜
聞
は
聞
か
れ
な
い
と
し
、
そ
の

理
由
を
宇
文
泰
が
開
国
の
と
き
い
ち
早
く
『
周
礼
』
を
尊
重
し
た
か
ら
だ
と
す
る
。

北
斉
の
醜
聞
と
い
う
の
は
、
人
の
妻
を
奪
っ
て
己
の
妻
と
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
こ

の
行
為
は
「
貞
女
は
二
夫
を
更
え
ず
」
と
い
う
儒
教
の
教
え
か
ら
み
れ
ば
乱
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
遊
牧
民
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
（
嫂
婚
制
）
と
関
連
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
宮
崎
市
定
は
『
隋
の
煬
帝
』
の
な
か
で
、「
も
っ
と
も
こ
の

王
朝
（
北
斉
）
は
中
国
人
の
名
家
で
あ
る
渤
海
の
高
氏
と
い
う
家
柄
を
名
乗
る
も
の

の
、
そ
の
実
は
モ
ン
ゴ
ル
系
の
鮮
卑
族
の
出
で
あ
っ
た
の
で
、
他
民
族
を
征
服
す
れ

ば
そ
の
婦
女
を
わ
が
も
の
に
し
、
父
が
死
ね
ば
そ
の
後
妻
や
妾
を
す
べ
て
相
続
す
る

と
い
う
モ
ン
ゴ
ル
族
の
風
習
を
実
行
し
た
の
で
あ
っ
て
、
礼
儀
の
や
か
ま
し
い
中
国

人
の
目
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
浅
ま
し
い
禽
獣
の
よ
う
な
行
為
に
思
え
た
の
で
あ

ろ
）
2
（
う
」
と
述
べ
、
北
斉
の
後
宮
に
お
い
て
レ
ビ
レ
ー
ト
の
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
北
周
の
宣
帝
が
「
父
帝
の
後
宮
、
宮
人
を
す
べ
て
わ
が
も

の
に
し
た
こ
と
は
、
大
い
に
漢
人
官
僚
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
）
3
（
た
」
と
北
周
宣
帝
も
レ

ビ
レ
ー
ト
を
行
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
た
だ
宮
崎
は
レ
ビ
レ
ー
ト
の
風
習
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討

は
し
て
い
な
い
。
ま
た
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
レ
ビ
レ
ー
ト
の
こ
と
に
触
れ
た
も

の
は
見
当
た
ら
な
）
4
（
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
北
斉
の
後
宮
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
の
実
態
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
と
同
時
に
、
北
周
の
後
宮
と
比
較
検
討
し
、
北
斉
・
北
周
の
後
宮
の
共
通

点
・
相
違
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
一
章　

「
北
斉
宮
闈
の
醜
」

　

本
章
で
は
、
趙
翼
『
廿
二
史

記
』
巻
一
五
「
北
斉
宮

之
醜
」
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
を
確
認
す
る
。
な
お
長
文
に
お
よ
ぶ
た
め
内
容
を
幾
つ
か
に
分
け
、
補
足
説

明
を
加
え
る
。

　
　

古
来
、
宮

の
乱
れ
、
未
だ
北
斉
の
如
き
者
有
ら
ず
。
神
武
、
草
窃
を
以
て
事

を
起
し
、
本
よ
り
倫
理
有
る
を
知
ら
ず
。
魏
の
荘
帝
の
后
、
爾
朱
氏
、
栄
の
女

な
り
。
建
明
帝
の
后
、
小
爾
朱
氏
、
兆
の
女
な
り
。
以
て
魏
の
広
平
王
の
妃
鄭

氏
、
名
は
大
車
、
任
城
王
の
妃
馮
氏
、
城
陽
王
の
妃
李
氏
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
、

魏
の
宗
室
の
妃
、
魏
亡
び
て
後
、
神
武
、
一
一
之
を
納
る
。
是
れ
開
国
の
初

め
、
已
に
情
を
肆
に
し
検
を
蕩
す
。
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こ
こ
で
は
神
武
帝
（
高
歓
）
が
北
魏
の
孝
荘
帝
の
皇
后
爾
朱
氏
（
爾
朱
栄
の
娘
）、

建
明
帝
の
皇
后
爾
朱
氏
（
爾
朱
兆
の
娘
）、
北
魏
の
広
平
王
の
妃
鄭
氏
（
大
車
）、
任

城
王
の
妃
馮
氏
、
城
陽
王
の
妃
李
氏
を
後
宮
に
納
め
た
こ
と
を
挙
げ
、
高
歓
の
と
き

す
で
に
情
の
ま
ま
節
操
が
な
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
前
の
王
朝
が
滅
ん
だ
の
ち

に
、
そ
の
王
朝
の
后
妃
を
納
め
る
こ
と
は
何
も
高
歓
が
特
別
な
の
で
は
な
く
、
広
く

行
わ
れ
て
お
り
、
実
際
、
北
斉
滅
亡
後
に
は
北
周
が
そ
の
后
妃
を
納
め
て
い
る
。

　
　

長
子
文
襄
（
高
澄
）、
其
の
淫
風
を
踵
ぐ
。
薛
真
の
妻
元
氏
が
色
あ
る
を
以

て
、
迎
え
入
れ
、
之
に
通
ぜ
ん
と
欲
す
。
元
氏
、
詞
を
正
し
く
し
て
哭
し
て
拒

む
。
文
襄
、
崔
奇
舒
を
し
て
送
り
て
廷
尉
に
付
し
之
を
罪
せ
し
む
。
陸
操
曰

く
、
廷
尉
は
法
を
守
る
。
須
く
罪
状
を
知
る
べ
し
と
。
文
襄
怒
り
、
刀
環
を
以

て
操
を
築
く
。
ま
た
高
慎
の
妻
美
な
り
。
文
襄
、
之
に
挑
め
ど
も
従
わ
ず
。
衣

尽
く
破
裂
す
。
奔
り
以
て
慎
に
告
げ
、
慎
、
遂
に
西
魏
に
降
る
。
慎
の
妻
、
従

う
に
及
ば
ず
、
逆
口
の
中
に
入
る
。
文
襄
、
盛
服
し
て
之
を
見
、
乃
ち
従
う
。

ま
た
孫
騰
の
妓
元
玉
儀
を
納
れ
、
琅
邪
公
主
に
封
ず
。
玉
儀
の
姉
静
儀
、
黄
門

郎
崔
括
の
妻
な
り
。
文
襄
、
之
を
奪
い
、
ま
た
公
主
に
封
じ
、
括
、
是
に
由
り

て
擢
せ
ら
る
。
文
襄
、
ま
た
神
武
の
妃
鄭
氏
（
即
ち
大
車
）
と
私
通
し
、
婢
の

告
す
る
所
と
な
り
、
司
馬
子
如
が
掩
覆
す
る
に
頼
り
て
事
寝
む
。
文
襄
、
ま
た

神
武
の
妻
蠕
蠕
公
主
に
烝
し
、
一
女
を
生
む
。
此
れ
文
襄
の
為
す
所
な
り
。

つ
い
で
文
襄
帝
（
高
澄
）
の
事
例
に
う
つ
り
、
こ
こ
で
は
臣
下
の
妻
を
文
襄
が
無
理

矢
理
に
妻
と
し
よ
う
と
し
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
神
武
帝
の
妃
鄭
氏
と
は
神

武
が
存
命
中
に
関
係
を
持
っ
た
一
方
、
蠕
蠕
公
主
と
は
神
武
の
死
後
に
関
係
を
持

ち
、
一
女
を
も
う
け
て
い
る
。

　
　

文
宣
（
高
洋
）
位
を
簒
う
て
後
、
文
襄
の
后
元
氏
、
静
徳
宮
に
居
る
。
文
宣
曰

く
、
兄
、
む
か
し
我
が
婦
を
姦
せ
り
。
我
い
ま
須
く
報
ゆ
べ
し
と
。
乃
ち
后
に

淫
す
。
崔
修
の
妻
王
氏
、
文
宣
、
之
に
幸
し
、
納
れ
て
嬪
と
為
す
。
娼
女
薛

氏
、
も
と
清
河
王
岳
の
好
む
所
と
為
る
。
尋
い
で
宮
に
入
れ
て
嬪
と
為
す
。
ま

た
其
の
姉
を
納
る
。
の
ち
帝
、
其
の
曾
て
岳
と
通
ず
る
を
知
り
、
姉
妹
倶
に
殺

さ
る
。
永
安
王
浚
、
上
党
王
渙
、
帝
の
親
弟
な
り
。
蒼
頭
劉
郁
捷
を
し
て
浚
を

殺
さ
し
め
、
即
ち
浚
の
妃
を
以
て
之
に
妻
わ
せ
、
馮
文
洛
を
し
て
渙
を
殺
さ
し

め
、
即
ち
渙
の
妃
を
以
て
之
を
妻
は
す
。
凡
そ
高
氏
の
婦
女
、
親
疎
と
無
く
、

皆
、
左
右
を
し
て
之
に
乱
交
せ
し
む
。
帝
、
自
ら
呈
露
し
、
以
て
群
下
に
示

す
。
此
れ
文
宣
の
為
す
所
な
り
。

文
宣
帝
（
高
洋
）
は
兄
の
文
襄
の
元
皇
后
を
淫
し
、
家
臣
の
崔
修
の
妻
を
後
宮
に
納

め
、
清
河
王
岳
の
寵
愛
し
た
娼
女
姉
妹
を
後
宮
に
納
め
た
。
し
か
し
か
つ
て
岳
と
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
姉
妹
は
殺
さ
れ
た
。
さ
ら
に
弟
で
あ
る
永
安
王
浚
の
妃

李
氏
を
帝
家
の
奴
で
あ
る
劉
郁
捷
に
、
ま
た
上
党
王
渙
の
妃
李
氏
を
同
じ
く
帝
家
の

奴
で
あ
る
馮
文
洛
に
そ
れ
ぞ
れ
妻
合
わ
せ
て
い
る
。

　
　

武
成
帝
（
高
湛
）
践
祚
、
文
宣
の
后
李
氏
、
容
徳
有
る
を
以
て
、
逼
り
て
与
に

淫
乱
し
、
曰
く
、
若
し
我
を
許
さ
ず
ん
ば
、
当
に
爾
の
児
紹
徳
を
殺
す
べ
し

と
。
后
懼
れ
て
之
に
従
う
。
後
、
娠
め
る
有
り
。
紹
徳
、
閤
に
至
る
。
見
ゆ
る

を
得
ず
。
紹
徳
愠
り
て
曰
く
、
姉
姉
腹
大
な
り
。
故
に
我
を
見
ず
と
（
斉
の
宮

中
、
母
を
呼
び
て
姉
姉
と
為
す
）。
后
慚
じ
、
是
に
由
り
て
女
を
生
め
ど
も
挙

げ
ず
。
武
成
怒
り
て
曰
く
、
爾
、
我
が
女
を
殺
せ
り
。
我
何
為
れ
ぞ
爾
の
児
を

殺
さ
ざ
ら
ん
と
。
遂
に
后
に
対
し
紹
徳
を
築
殺
し
、

せ
て
后
を
裸
に
し
て
之

を
撻
ち
、
妙
勝
寺
に
送
り
て
尼
と
為
す
。
武
成
、
ま
た
魏
の
静
帝
の
嬪
李
氏
、

文
宣
の
嬪
王
氏
及
び
文
宣
の
幸
す
る
所
の
彭
楽
の
女
、
任
祥
の
女
を
納
れ
、

皆
、
夫
人
と
為
す
。
此
れ
武
成
の
為
す
所
な
り
。

武
成
帝
（
高
湛
）
は
文
宣
帝
の
李
皇
后
を
脅
し
て
関
係
を
持
ち
、
李
氏
は
女
児
を
妊
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娠
し
た
が
、
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
激
怒
し
た
武
成
帝
が
李
氏
の
む
す
こ
紹

徳
を
殺
し
、
李
氏
に
対
し
て
も
鞭
打
っ
て
妙
勝
寺
に
送
り
て
尼
と
し
た
。
ま
た
東
魏

の
孝
静
帝
の
嬪
李
氏
、
文
宣
帝
の
嬪
王
氏
、
文
宣
帝
が
納
め
た
彭
楽
の
娘
と
任
祥
の

娘
を
後
宮
に
入
れ
て
夫
人
と
し
た
。

　
　

一
門
の
中
、
父
子
兄
弟
、
倶
に
色
に
荒
む
こ
と
此
の
如
し
。
何
を
以
て
法
を
垂

れ
ん
。
宜
な
る
か
な
宮

相
い
習
い
て
風
を
成
す
こ
と
。
神
武
在
り
し
時
、
鄭

妃
已
に
文
襄
に
通
じ
、

後
に
及
ん
で
蠕
蠕
公
主
、
ま
た
文
襄
の
烝
す
る
所
と

為
り
、
而
し
て
文
襄
の
后
、
ま
た
文
宣
の
汚
す
所
と
為
り
、
文
宣
の
后
、
ま
た

武
成
の
汚
す
所
と
為
る
が
如
し
。
甚
だ
し
き
は
、
武
成
の
后
胡
氏
、
武
成
の
時

に
当
た
り
て
、
已
に
閹
人
と
褻
狎
し
、
ま
た
和
士
開
と
与
に
握
槊
し
、
遂
に
士

開
に
通
じ
る
に
至
る
。
武
成
崩
じ
て
後
、
后
数
々
仏
寺
に
至
り
、
沙
門
曇
献
と

通
ず
。
僧
徒
、
曇
献
に
戯
れ
て
太
上
と
為
す
に
至
る
。
後
主
、
太
后
謹
ま
ず
と

聞
き
、
而
も
未
だ
之
を
信
ぜ
ず
。
太
后
に
二
尼
有
り
て
侍
す
る
を
見
、
之
を
召

せ
ば
則
ち
男
子
な
り
。
是
に
於
い
て
尼
及
び
曇
献
倶
に
法
を
正
す
。
斉
滅
び
て

後
、
胡
后
、
周
に
入
り
、
恣
に
奸
穢
を
行
う
。

こ
れ
ま
で
の
事
例
を
総
括
し
、
神
武
帝
の
后
妃
と
文
襄
帝
が
通
じ
、
文
襄
帝
の
后
妃

が
文
宣
帝
に
汚
さ
れ
、
文
宣
帝
の
后
妃
が
武
成
帝
に
汚
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
北
斉

皇
室
の
父
子
兄
弟
が
み
な
色
に
荒
む
こ
と
が
習
慣
と
な
っ
て
い
た
と
趙
翼
は
指
摘
す

る
。
そ
し
て
さ
ら
な
る
事
例
と
し
て
、
武
成
帝
の
胡
皇
后
が
宦
官
・
恩
倖
和
士
開
・

僧
侶
曇
献
と
次
々
と
私
通
を
重
ね
た
こ
と
を
加
え
る
。

　
　

孝
昭
帝
（
高
演
）
位
に
在
り
し
時
、
な
お
穢
行
無
し
。
其
の
后
王
氏
、
斉
亡
び

て
後
、
ま
た
周
の
宮
中
に
入
る
。
隋
の
文
帝
、
相
と
作
り
、
始
め
て
放
ち
て
山

東
に
還
す
。
後
主
緯
、
宗
族
の
中
に
於
い
て
、
な
お
帷
薄
の
醜
無
し
。
史
、
其

の
稍
や
武
成
に
優
る
を
謂
う
。
然
れ
ど
も
国
亡
び
て
後
、
其
の
后
斛
律
氏
、
先

に
廃
さ
れ
て
尼
と
為
る
者
、
改
め
て
元
仁
に
嫁
し
て
妻
と
為
る
。
継
后
胡
氏
も

ま
た
改
め
嫁
す
。
寵
す
る
所
の
宮
妃
馮
小
憐
、
曾
て
立
ち
て
后
と
為
る
。
後

主
、
周
の
武
帝
に
向
か
い
之
を
乞
う
。
武
帝
仍
り
て
以
て
後
主
に
賜
う
。
後

主
、
害
に
遇
う
や
、
小
憐
を
以
て
代
王
達
に
賜
う
。
達
の
妃
を
譖
し
幾
ど
死
せ

ん
と
す
。
隋
の
文
帝
、
以
て
達
の
妃
の
兄
李
詢
に
賜
い
、
布
裙
を
著
け
て
配
舂

せ
し
む
。
詢
の
母
逼
り
て
自
殺
せ
し
む
。
此
れ
妃
后
の
辱
な
り
。

孝
昭
帝
、
後
主
の
と
き
は
比
較
的
ま
と
も
で
あ
っ
た
が
、
北
斉
滅
亡
後
に
後
主
の
斛

律
皇
后
と
胡
皇
后
が
他
家
に
再
嫁
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
ま
た
後
主
が
寵
愛
し
た
馮

小
憐
は
後
主
亡
き
後
、
代
王
達
に
下
賜
さ
れ
た
が
、
問
題
を
起
こ
し
た
た
め
李
詢
に

下
賜
さ
れ
、
最
後
は
李
詢
の
母
に
逼
ら
れ
自
殺
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
后
妃
の
恥
辱

的
な
事
例
で
あ
る
と
す
る
。

　
　

ま
た
後
主
庶
兄
南
陽
王
綽
の
妃
鄭
氏
、
周
の
宮
に
入
り
、
武
帝
の
幸
す
る
所
と

為
る
。
後
主
の
母
弟
儼
の
妃
李
氏
、
曾
て
楚
帝
后
に
進
封
せ
ら
る
。
是
に
至
り

て
ま
た
改
め
て
嫁
す
。
他
、
浚
・
渙
の
妃
の
如
き
は
蒼
頭
の
辱
む
る
所
と
為

る
。
神
武
、
ま
た
子
華
山
王
凝
有
り
、
最
も
孱
弱
な
り
。
其
の
妃
王
氏
、
ま
た

蒼
頭
と
姦
す
。
凝
知
れ
ど
も
禁
ず
る
能
わ
ず
。
後
事
発
わ
れ
、
王
氏
、
死
を
賜

わ
る
。
見
る
可
し
、
北
斉
の
中
冓
の
醜
、
本
よ
り
習
い
て
故
常
と
為
し
、
恬
と

し
て
怪
し
む
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
。
而
し
て
天
道
の
報
施
、
所
謂
人
の
妻
女
を

淫
す
れ
ば
、
妻
女
、
人
に
淫
す
る
者
、
ま
た
昭
然
と
し
て
見
る
可
き
な
り
。

そ
の
他
、
北
斉
の
諸
王
の
妃
に
つ
い
て
再
嫁
し
た
事
例
、
家
奴
と
姦
通
し
た
事
例
を

あ
げ
、
北
斉
で
は
後
宮
の
乱
れ
が
恒
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
し
、
他
人
の
妻

女
を
淫
す
る
も
の
、
妻
女
の
他
人
と
関
係
を
持
つ
も
の
が
い
た
の
は
天
道
の
報
い
で

あ
る
と
い
う
。

　
　

後
周
の
諸
帝
后
を
観
る
に
、
隋
の
革
命
の
後
に
当
た
り
て
、
倶
に
節
を
失
う
者
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無
し
。
孝
閔
帝
の
后
元
氏
、
出
で
て
里
第
に
居
り
、
武
帝
の
后
阿
史
那
氏
、
開

皇
中
に
至
り
て
殂
し
、
ま
た
后
李
氏
、
出
家
し
て
尼
と
為
り
、
名
を
常
悲
と
改

む
。
宣
帝
の
楊
后
、
隋
の
文
帝
の
女
な
り
。
帝
、
其
の
志
を
奪
わ
ん
と
欲
す
も

許
さ
ず
。
ま
た
四
后
有
り
。
朱
氏
、
陳
氏
、
元
氏
、
尉
遅
氏
、
皆
、
出
家
し
て

尼
と
為
り
、
朱
は
法
浄
と
名
づ
け
、
陳
は
華
光
と
名
づ
け
、
尉
遅
氏
は
華
首
と

名
づ
け
、
皆
、
節
を
完
く
し
て
死
を
待
ち
、
絶
え
て
醜
声
無
し
。
良
に
、
宇
文

泰
が
開
国
の
時
、
早
く
能
く
周
礼
を
尊
用
し
、
家
庭
の
内
、
検
閑
を
越
え
ざ
る

に
由
る
。
故
に
国
を
亡
ぼ
す
と
雖
も
、
而
も
遺
玷
無
し
。
然
れ
ば
則
ち
人
物
を

整
飭
す
る
の
主
は
、
身
を
軌
物
に
納
れ
ざ
る
可
け
ん
や
。

北
周
の
后
妃
に
つ
い
て
、
滅
亡
後
に
貞
節
を
失
っ
た
も
の
は
い
な
い
と
指
摘
す
る
。

そ
の
事
例
と
し
て
、
孝
閔
帝
の
元
皇
后
は
後
宮
を
出
で
て
里
第
に
居
り
、
武
帝
の
阿

史
那
皇
后
は
隋
の
開
皇
中
に
死
去
し
、
李
皇
后
は
出
家
し
て
尼
と
な
り
常
悲
と
名

乗
っ
た
。
宣
帝
の
四
后
の
朱
氏
、
陳
氏
、
元
氏
、
尉
遅
氏
は
み
な
出
家
し
て
尼
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
宇
文
泰
が
は
や
く
に
『
周
礼
』
を
尊
用
し
て
後
宮
内
で
法
を
越
え

る
よ
う
な
行
い
を
さ
せ
ず
、
そ
の
た
め
国
が
滅
ん
で
も
汚
名
を
残
さ
な
か
っ
た
の
だ

と
趙
翼
は
述
べ
る
。

　

趙
翼
に
よ
れ
ば
、
北
斉
の
後
宮
の
乱
れ
は
高
歓
の
と
き
か
ら
は
じ
ま
り
、
以
後
、

疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
。
対
し
て
、
北
周
は
宇
文
泰
が
は
や

く
に
『
周
礼
』
を
取
り
入
れ
、
法
を
正
し
く
し
た
こ
と
で
後
宮
の
醜
聞
は
聞
か
れ

ず
、
国
が
滅
ん
で
も
后
妃
た
ち
は
出
家
し
て
尼
と
な
っ
て
貞
節
を
守
っ
た
と
指
摘
す

る
。
北
斉
と
北
周
の
后
妃
の
処
し
方
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
周
礼
』
の
採

用
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
各
章
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
后
妃
の

ゆ
く
え
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
章　

北
斉
の
後
宮

　

本
章
で
は
北
斉
の
後
宮
に
つ
い
て
、
后
妃
が
ど
の
よ
う
な
末
路
を
た
ど
る
の
か
を

中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
北
斉
の
後
宮
に
つ
い
て
は
王
怡
辰
の

研
）
5
（

究
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
具
体
的
に
見
て
い
く
。

　

北
斉
の
後
宮
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
段
階
に
分
け
ら
れ
）
6
（

る
。（
一
）

神
武
帝
（
高
歓
）
と
文
襄
帝
（
高
澄
）
の
後
宮
は
二
人
が
王
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

当
然
皇
帝
制
度
に
お
け
る
後
宮
と
は
異
な
り
、
妻
妾
の
呼
称
は
妃
で
あ
る
。
ま
た
高

歓
が
娶
っ
た
蠕
蠕
公
主
と
高
澄
が
尚
し
た
東
魏
の
公
主
は
公
主
と
呼
ば
れ
、
そ
の
他

の
妻
妾
に
つ
い
て
は
す
べ
て
娘
と
呼
ば
れ
た
。（
二
）
文
宣
帝
（
高
洋
）
が
皇
帝
に

即
位
す
る
と
後
宮
に
は
夫
人
・
嬪
・
御
が
置
か
れ
た
が
定
員
は
設
け
ら
れ
な
か
っ

た
。
孝
昭
帝
（
高
演
）
の
統
治
は
僅
か
一
年
で
後
宮
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
。（
三
）
武
成
帝
（
高
湛
）
は
「
河
清
新
令
」
を
発
布
し
、
後
宮
制
度
を

『
周
礼
』
に
準
拠
し
て
整
備
し
た
。
そ
の
結
果
、
皇
后
（
比
皇
帝
）・
左
右
昭
儀
（
比

左
右
丞
相
）・
三
夫
人
（
比
三
公
）・
九
嬪
（
九
卿
）・
二
十
七
世
婦
（
比
從
三
品
）・

八
十
一
御
女
（
比
正
四
品
）
と
な
っ
た
。
な
お
左
右
昭
儀
を
三
夫
人
の
上
に
置
く
の

は
北
魏
の
孝
文
帝
の
後
宮
制
度
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
）
7
（

る
。
ま
た
こ
の
他
に
才
人
・

采
女
と
い
う
散
号
が
置
か
れ
た
。（
四
）
後
主
（
高
緯
）
の
後
宮
で
は
二
人
の
皇
后

が
同
時
に
立
て
ら
れ
、
昭
儀
以
下
の
定
員
を
倍
に
増
や
し
た
。
さ
ら
に
昭
儀
の
上
に

左
右
娥
英
（
比
左
右
丞
相
）
を
置
き
、
左
右
昭
儀
（
比
二
大
夫
）
を
そ
の
下
に
据
え

た
。
つ
い
で
淑
妃
一
人
（
比
相
國
）
を
設
置
す
る
な
ど
後
宮
の
拡
大
が
図
ら
れ
た
。

な
お
左
右
娥
英
は
舜
の
妃
の
娥
皇
と
女
英
に
由
来
す
る
。

　

以
上
、
北
斉
の
後
宮
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
武
成
帝
の
河
清
新
令
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元
皇
后

婁
皇
后

⑤
後
主
（
高
緯
）

　

胡
皇
后

　

文
襄
帝
（
高
澄
）

②
廃
帝
（
高
殷
）

　

穆
皇
后

幼
主（
高
恒
）

①
文
宣
帝（
高
洋
）

③
孝
昭
帝（
高
演
）

　

斛
律
皇
后

④
武
成
帝（
高
湛
）

神
武
帝（
高
歓
）

　

李
皇
后

蠕
蠕
公
主

　

元
皇
后

　

胡
皇
后

后
妃
の
ゆ
く
え
（
松
下
）

に
よ
っ
て
『
周
礼
』
の
内
容
に
合
う
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一

方
で
、
北
魏
孝
文
帝
の
路
線
を
継
承
し
て
い
る
点
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
一
）
神
武
帝
（
高
歓
）

　

神
武
帝
（
高
歓
）
は
四
九
六
年
（
北
魏
太
和
二
十
年
）
に
雲
中
白
道
の
南
（
現
在

の
フ
フ
ホ
ト
付
近
）
で
生
ま
れ
）
8
（
た
。
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
母
親
韓
氏
が
亡
く
な
っ
た
た

め
、
姉
婿
で
鎮
獄
隊
の
尉
景
の
家
に
養
わ
れ
た
。
家
は
貧
し
か
っ
た
が
、
北
族
豪
族

の
婁
氏
を
妻
に
迎
え
た
こ
と
で
資
産
を
得
て
、
馬
を
鎮
に
提
供
し
た
こ
と
で
鎮
の
隊

主
と
な
っ
た
（
一
八
歳
）。
そ
の
後
、
隊
主
か
ら
函
使
と
な
り
、
五
一
九
年
（
北
魏

神
亀
二
年
）、
洛
陽
を
訪
れ
た
際
に
羽
林
の
変
を
目
撃
し
（
二
四
歳
）、
懐
朔
鎮
に

戻
っ
て
か
ら
資
産
を
投
じ
て
仲
間
を
集
め
た
。
五
二
五
年
（
北
魏
孝
昌
元
年
）、
柔

玄
鎮
の
杜
洛
周
が
上
谷
で
反
乱
を
起
こ
す
と
こ
れ
に
身
を
投
じ
（
三
〇
歳
）、
の
ち

爾
朱
栄
の
も
と
に
帰
し
た
。
五
三
二
年
（
北
魏
太
昌
元
年
）、
高
歓
は
爾
朱
氏
を
滅

ぼ
し
て
孝
武
帝
を
立
て
た
が
、
五
三
四
年
（
東
魏
天
平
元
年
）、
孝
武
帝
が
関
中
に

奔
る
と
孝
静
帝
を
立
て
て

に
遷
都
し
た
（
三
九
歳
）。
東
魏
の
実
質
的
な
支
配
者

と
な
っ
た
高
歓
は
西
魏
の
宇
文
泰
と
抗
争
を
繰
り
返
し
、
五
四
七
年
（
東
魏
武
定
五

年
）
一
月
、
晋
陽
で
死
去
し
た
（
五
二
歳
）。

　

神
武
帝
の
後
宮
に
つ
い
て
、『
北
史
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
①
武
明
皇
后
婁

氏
、
②
蠕
蠕
公
主
、
③
彭
城
太
妃
爾
朱
氏
、
④
小
爾
朱
氏
、
⑤
上
党
太
妃
韓
氏
、
⑥

馮
翊
太
妃
鄭
氏
、
⑦
高
陽
太
妃
游
氏
、
⑧
馮
娘
、
⑨
李
娘
、
⑩
王
娘
、
⑪
穆
娘
の
十

一
人
で
あ
）
9
（
る
。

　

①
婁
氏
は
神
武
帝
が
懐
朔
鎮
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
結
婚
し
た
北
族
豪
族
の
婁
内

干
の
娘
）
10
（
で
、
北
族
豪
族
の
多
く
が
婚
姻
を
申
し
込
む
が
嫁
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
だ
。

あ
る
日
、
婁
氏
は
鎮
城
で
賦
役
に
つ
い
て
い
た
高
歓
を
目
撃
し
、「
こ
れ
が
ま
さ
に

我
が
夫
で
あ
る
」
と
見
惚
れ
、
婢
を
通
じ
て
思
い
を
告
げ
、
同
時
に
私
財
を
貢
い
で

娶
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
仕
向
け
、
父
母
も
や
む
を
得
ず
婚
姻
を
認
め
た
。
五
三
一

年
三
月
、
高
歓
が
渤
海
王
に
封
じ
ら
れ
る
と
渤
海
王
妃
と
な
っ
た
。
五
四
七
年
一

月
、
高
歓
が
死
ん
で
文
襄
帝
（
高
澄
）
が
継
ぐ
と
太
妃
と
な
り
、
五
五
〇
年
五
月
、

文
宣
帝
（
高
洋
）
が
即
位
す
る
と
、
皇
太
后
と
な
り
宣
訓
宮
に
移
っ
た
。
五
五
九
年

十
月
、
廃
帝
（
高
殷
）
が
即
位
す
る
と
太
皇
太
后
と
な
る
が
、
五
六
〇
年
八
月
、
帝

を
廃
位
し
て
孝
昭
帝
（
高
演
）
を
立
て
、
再
び
皇
太
后
と
な
っ
た
。
五
六
一
年
十
一

月
、
孝
昭
帝
が
死
ぬ
と
詔
書
を
下
し
て
武
成
帝
（
高
湛
）
を
即
位
さ
せ
、
五
六
二
年

四
月
、
北
宮
で
崩
じ
た
（
六
二
歳
）。
婁
氏
は
文
襄
帝
、
文
宣
帝
、
孝
昭
帝
、
武
成

帝
を
生
み
、
武
成
帝
の
時
ま
で
後
宮
に
お
い
て
絶
大
な
力
を
持
ち
、
後
継
者
選
び
に

影
響
力
を
有
し
た
。
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②
蠕
蠕
公
主
は
柔
然
可
汗
阿
那
瓌
の
娘
で
、
西
魏
と
柔
然
が
同
盟
し
て
東
魏
を
攻

め
る
こ
と
を
危
惧
し
た
神
武
帝
が
息
子
の
た
め
に
嫁
を
も
ら
お
う
と
使
者
を
派
遣
し

た
が
、
阿
那
瓌
は
神
武
帝
が
嫁
に
迎
え
る
な
ら
許
可
す
る
と
言
っ
た
た
め
、
み
ず
か

ら
の
後
宮
に
迎
え
た
。
神
武
帝
と
の
間
に
子
供
は
で
き
な
か
っ
た
。
神
武
帝
が
崩
じ

る
と
、「
文
襄
、
蠕
蠕
の
国
法
に
従
い
、
公
主
に
蒸
し
、
一
女
を
産
）
11
（

む
」
と
あ
り
、

柔
然
の
国
法
に
従
っ
て
文
襄
帝
が
父
の
妃
で
あ
る
蠕
蠕
公
主
と
関
係
を
持
ち
一
女
を

も
う
け
て
い
る
。「
蒸
（
烝
）」
と
は
母
輩
と
私
通
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
レ
ビ
レ
ー
ト
に
あ
た
り
、
柔
然
と
の
同
盟
を
維
持
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

③
大
爾
朱
氏
は
爾
朱
栄
の
娘
で
、
も
と
は
北
魏
孝
荘
帝
の
皇
后
で
、
そ
れ
を
神
武

帝
が
納
め
た
。
神
武
帝
の
大
爾
朱
氏
に
対
す
る
敬
愛
は
婁
氏
を
越
え
る
も
の
が
あ

り
、
会
う
と
き
は
必
ず
正
装
し
、
彼
女
の
前
で
は
み
ず
か
ら
を
下
官
（
下
僕
）
と
称

す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
蠕
蠕
公
主
と
と
も
に
弓
の
腕
前
は
一
流
で
あ
っ
た
と
い

う
。
の
ち
尼
と
な
り
、
神
武
帝
は
彼
女
の
た
め
に
仏
寺
を
建
て
て
い
る
。
文
宣
帝
が

即
位
す
る
と
太
妃
と
な
り
、
酒
に
酔
っ
た
文
宣
帝
に
犯
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
拒
ん
だ

た
め
に
殺
さ
れ
た
。『
北
史
』
で
は
文
宣
帝
が
「
酒
に
狂
う
に
及
ん
で
、
ま
さ
に
太

妃
に
無
礼
せ
ん
と
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
レ
ビ
レ
ー
ト
を
行
お
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

④
小
爾
朱
氏
は
爾
朱
兆
の
娘
で
、
も
と
は
北
魏
建
明
帝
（
元
曄
）
の
皇
后
で
あ
っ

た
が
、
神
武
帝
が
納
め
て
、
任
城
王
（
湝
）
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
ま
も
な
く
趙

郡
公
琛
（
神
武
帝
の
弟
）
と
私
通
し
た
た
め
霊
州
に
流
さ
れ
、
そ
の
後
、
范
陽
の
盧

景
璋
に
再
嫁
し
て
い
る
。

　

⑤
韓
氏
は
懐
朔
鎮
下
の
太
安
狄
那
出
身
の
韓
軌
の
妹
で
、
神
武
帝
が
婚
姻
を
求
め

た
が
母
親
に
断
ら
れ
、
の
ち
神
武
帝
が
出
世
し
、
韓
氏
の
夫
が
死
亡
し
て
い
た
た
め

納
め
た
。
⑥
鄭
氏
は
北
魏
・
東
魏
に
仕
え
た
鄭
厳
祖
の
）
12
（

娘
で
、
名
前
を
大
車
（
火

車
）
と
い
う
。
も
と
は
北
魏
広
平
王
の
妃
で
あ
っ
た
が
、
東
魏
成
立
後
、
神
武
帝
が

納
め
た
。
神
武
帝
が
山
胡
の
劉
蠡
升
を
討
伐
中
に
文
襄
帝
が
鄭
氏
と
私
通
し
、
帰
還

後
、
婢
か
ら
こ
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
神
武
帝
は
文
襄
帝
を
杖
一
百
に
処
し
て
幽
閉

し
、
母
親
の
婁
氏
と
も
隔
絶
さ
せ
た
。
と
き
に
大
爾
朱
氏
が
彭
城
王
（
浟
）
を
生
ん

だ
た
め
文
襄
帝
を
皇
太
子
か
ら
下
ろ
そ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
文
襄
帝
は
司
馬
子
如

に
助
け
を
求
め
、
司
馬
子
如
の
助
言
を
聞
き
入
れ
た
神
武
帝
が
文
襄
帝
を
許
し
て
事

な
き
を
得
た
。

　

⑦
游
氏
は
神
武
帝
が

を
征
服
し
た
と
き
に
相
州
長
史
で
あ
っ
た
游
京
之
の
娘

で
、
神
武
帝
は
後
宮
に
納
め
よ
う
と
す
る
が
、
父
親
の
游
京
之
が
許
さ
な
か
っ
た
た

め
無
理
や
り
納
め
た
。
⑧
馮
氏
は
は
じ
め
北
魏
任
城
王
の
妃
と
な
り
、
つ
い
で
爾
朱

世
隆
に
嫁
ぎ
、
の
ち
神
武
帝
が
納
め
た
。
ま
た
⑨
李
氏
も
北
魏
城
陽
王
の
妃
で
、
の

ち
神
武
帝
が
納
め
た
。
馮
氏
は
北
燕
馮
氏
の
出
身
、
李
氏
は
隴
西
李
氏
の
出
身
と
考

え
ら
れ
）
13
（

る
。
そ
の
ほ
か
⑩
王
氏
と
⑪
穆
氏
が
い
る
が
出
自
は
不
明
で
あ
る
。

　

神
武
帝
の
後
宮
に
は
、
懐
朔
鎮
時
期
に
関
係
を
持
っ
た
北
族
の
婁
氏
・
韓
氏
の

他
、
北
魏
滅
亡
後
に
納
め
た
も
と
北
魏
皇
帝
の
皇
后
の
大
爾
朱
氏
と
小
爾
朱
氏
お
よ

び
北
魏
諸
王
の
妃
の
鄭
氏
・
馮
氏
・
李
氏
が
い
る
。
ほ
か
に
王
氏
と
穆
氏
が
い
る

が
、
そ
の
う
ち
王
氏
に
つ
い
て
は
息
子
の
永
安
王
浚
が
八
歳
の
と
き
に
博
士
盧
景
裕

に
質
問
を
し
た
こ
と
が
『
北
斉
書
』
巻
一
〇
、
本
伝
に
あ
り
、
盧
景
裕
が
国
子
博
士

に
な
っ
た
の
は
北
魏
前
廃
帝
の
初
め
（
五
三
一
年
）
の
こ
と
で
あ
）
14
（

る
。
従
っ
て
、
母

親
の
王
氏
が
神
武
帝
に
納
め
ら
れ
た
の
は
北
魏
孝
明
帝
の
時
期
で
ま
さ
に
六
鎮
の
乱

が
起
こ
っ
た
と
き
に
あ
た
り
、
懐
朔
鎮
出
身
と
思
わ
れ
る
。
穆
氏
も
名
前
か
ら
判
断

し
て
北
魏
八
姓
の
ひ
と
つ
で
北
族
貴
族
の
家
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
つ
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
納
め
ら
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
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后
妃
の
ゆ
く
え
（
松
下
）

（
二
）
文
襄
帝
（
高
澄
）

　

文
襄
帝
（
高
澄
）
は
五
二
一
年
（
北
魏
正
光
二
年
）
に
高
歓
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
、
五
三
一
年
（
北
魏
中
興
元
年
）
に
高
歓
が
渤
海
王
に
な
る
と
そ
の
世
継
ぎ
に
立

て
ら
れ
た
。
翌
年
、
一
二
歳
の
と
き
孝
静
帝
の
妹
馮
翊
長
公
主
を
娶
っ
て
い
る
。
五

四
七
年
一
月
に
高
歓
が
死
去
す
る
と
あ
と
を
継
ぎ
（
二
七
歳
）、
五
四
九
年
（
東
魏

武
定
七
年
）
四
月
に
は
相
国
・
斉
王
に
封
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
禅
譲
を
目
前
に
し
た

八
月
、

に
て
膳
奴
の
蘭
京
に
弑
殺
さ
れ
た
（
二
九
歳
）。

　

文
襄
帝
に
は
①
敬
皇
后
元
氏
、
②
宋
氏
、
③
陳
氏
、
④
王
氏
、
⑤
燕
氏
、
⑥
公
主

（
静
儀
）、
⑦
琅
邪
公
主
（
玉
儀
）
の
七
人
の
后
妃
が
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で

き
る
。

　

①
元
氏
は
東
魏
孝
静
帝
の
）
15
（
妹
で
、
五
三
二
年
（
永
煕
元
年
）、
北
魏
の
孝
武
帝
が

文
襄
帝
に
娶
せ
た
。
五
五
〇
年
（
天
保
元
年
）、
文
宣
帝
が
受
禅
し
て
北
斉
を
建
国

す
る
と
文
襄
皇
后
と
な
り
、
静
徳
宮
に
住
ん
だ
。
五
五
五
年
（
天
保
六
年
）、
文
宣

帝
の
酒
乱
が
さ
ら
に
進
行
し
、
元
氏
を
高
陽
（
河
南
省
平
頂
山
市
）
の
宅
に
う
つ

し
、
そ
の
府
庫
に
お
い
て
「
わ
が
兄
、
む
か
し
我
が
婦
を
姦
す
。
わ
れ
い
ま
須
く
報

い
ん
と
す
」
と
言
っ
て
元
氏
を
淫
し
た
。

　

②
宋
氏
は
北
魏
宋
弁
の
孫
で
、
も
と
は
北
魏
潁
川
王
斌
の
妃
で
あ
っ
た
の
を
文
襄

帝
が
納
め
た
。
③
陳
氏
は
も
と
北
魏
広
陽
王
の
妓
で
あ
っ
た
の
を
文
襄
帝
が
納
め

た
。
そ
の
ほ
か
④
王
氏
と
⑤
燕
氏
が
い
る
が
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま

た
北
魏
高
陽
王
斌
の
庶
生
の
姉
妹
を
納
め
、
彼
女
ら
は
孝
静
帝
か
ら
公
主
に
封
じ
ら

れ
た
。
⑥
姉
は
名
前
を
静
儀
と
い
い
、
さ
き
に
黄
門
郎
崔
括
に
嫁
い
だ
が
、
文
襄
帝

が
後
宮
に
納
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
崔
括
父
子
は
出
世
し
た
。
⑦
妹
は
名
前
を
玉
儀
と

い
い
、
も
と
孫
騰
の
妓
で
あ
っ
た
が
棄
て
ら
れ
、
文
襄
帝
に
拾
わ
れ
て
琅
邪
公
主
と

な
っ
た
。

（
三
）
文
宣
帝
（
高
洋
）

　

文
宣
帝
（
高
洋
）
は
五
二
九
年
（
北
魏
永
安
二
年
）
に
高
歓
の
二
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
五
四
九
年
八
月
、
文
襄
帝
が
膳
奴
の
蘭
京
に
殺
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
に
賊
徒
を

誅
殺
し
て
事
態
を
収
拾
し
、
晋
陽
に
赴
い
て
実
権
を
掌
握
し
た
（
二
一
歳
）。
五
五

〇
年
一
月
、
東
魏
孝
静
帝
か
ら
使
持
節
・
丞
相
・
都
督
中
外
諸
軍
事
・
録
尚
書
事
・

大
行
台
・
斉
郡
王
に
封
じ
ら
れ
、
三
月
に
は
斉
王
に
進
爵
し
、
五
月
、
禅
譲
を
受
け

て
皇
帝
に
即
位
し
た
（
二
二
歳
）。
即
位
後
の
文
宣
帝
は
内
政
・
外
征
に
励
む
一
方

で
即
位
に
反
対
し
た
北
族
勲
貴
を
弾
圧
し
、
北
魏
帝
室
元
氏
を
誅
殺
し
、
ア
ル
コ
ー

ル
中
毒
が
進
む
な
か
、
五
五
九
年
十
月
、
晋
陽
の
徳
陽
堂
で
突
如
死
亡
し
た
（
三
一

歳
）。

　

文
宣
帝
に
は
①
皇
后
李
氏
、
②
段
昭
儀
、
③
王
嬪
、
④
薛
嬪
、
⑤
薛
嬪
の
姉
、
⑥

馮
世
婦
、
⑦
裴
嬪
、
⑧
顔
嬪
の
八
人
の
后
妃
が
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き

る
。

　

①
李
氏
は
趙
郡
李
希
宗
の
娘
で
、
文
宣
帝
が
太
原
公
で
あ
っ
た
と
き
に
納
め
ら
れ

た
。
文
宣
帝
が
即
位
し
、
後
宮
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
高
隆
之
・
高
徳
正
ら

は
漢
の
婦
人
は
天
下
の
母
に
は
な
れ
な
い
と
進
言
し
て
き
た
。
対
し
て
楊
愔
は
漢
魏

の
故
事
に
従
っ
て
も
と
の
妃
を
改
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
反
論
し
た
。
高
徳
正
ら
は

北
族
出
身
の
段
昭
儀
を
皇
后
と
す
る
こ
と
で
、
勲
貴
の
協
力
を
得
よ
う
と
し
た
が
、

結
局
、
文
宣
帝
は
李
氏
を
皇
后
に
立
て
た
。
そ
の
後
、
五
五
九
年
（
天
保
十
年
）
に

は
可
賀
敦
皇
后
と
改
称
し
た
が
、
こ
の
称
号
は
遊
牧
民
に
お
け
る
皇
后
の
称
号
で
あ

る
可
賀
敦
と
漢
族
伝
統
の
皇
后
を
合
わ
せ
た
称
号
と
な
っ
て
い
る
。
孝
昭
帝
が
即
位

す
る
と
降
し
て
昭
信
宮
に
居
ら
し
め
、
昭
信
皇
后
と
号
し
た
。
武
成
帝
が
即
位
す
る

と
、
李
氏
を
犯
し
て
女
児
を
妊
娠
さ
せ
た
が
、
李
氏
は
そ
の
子
を
取
り
上
げ
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
武
成
帝
の
怒
り
を
買
い
、
李
氏
の
息
子
紹
徳
は
殺
さ
れ
、
李
氏
は
裸
に
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さ
れ
た
う
え
鞭
打
た
れ
、
瀕
死
の
状
態
で
水
路
に
投
げ
込
ま
れ
、
よ
う
や
く
蘇
生
し

た
の
ち
妙
勝
尼
寺
に
運
び
込
ま
れ
た
。
李
氏
は
仏
法
を
信
奉
し
て
い
た
の
で
尼
と
な

り
、
北
斉
滅
亡
後
、
関
中
に
入
り
、
隋
の
と
き
趙
郡
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

②
段
氏
は
段
韶
の
妹
で
、
父
の
段
栄
は
北
魏
末
の
六
鎮
の
乱
の
際
、
五
原
郡
か
ら

平
城
に
避
難
し
、
杜
洛
周
に
加
わ
っ
た
の
ち
、
高
歓
と
と
も
に
爾
朱
栄
の
も
と
に

奔
っ
た
。
段
栄
の
妻
は
高
歓
の
妻
で
あ
る
婁
氏
の
姉
に
あ
た
る
。
勲
貴
は
段
氏
を
皇

后
に
立
て
よ
う
す
る
が
、
そ
の
運
動
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
段
氏
の
礼
遇
は

皇
后
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
段
氏
に
は
子
供
は
な
く
、
後
主
の
と
き
録
尚
書
の
唐
邕

に
再
嫁
し
た
。

　

③
王
氏
は
琅
邪
の
人
で
、
姉
は
崔
脩
に
嫁
ぎ
、
崔
脩
は
そ
の
関
係
か
ら
出
世
し
て

尚
書
郎
と
な
っ
た
。
④
薛
氏
は
も
と
倡
家
の
娘
で
、
一
四
、
五
歳
の
と
き
、
清
河
王

岳
に
気
に
入
ら
れ
、
父
親
が
後
宮
入
り
を
求
め
、
⑤
姉
と
と
も
に
後
宮
入
り
し
た
。

し
か
し
の
ち
に
文
宣
帝
が
清
河
王
岳
と
の
関
係
や
父
親
の
た
め
に
司
徒
公
を
求
め
た

こ
と
を
知
り
、
姉
は
鋸の

こ
ぎ
り
ざ
き殺
さ
れ
、
妹
は
妊
娠
し
て
い
た
の
で
、
出
産
後
に
殺
さ
れ

た
。

　

こ
の
ほ
か
⑥
馮
氏
、
⑦
裴
氏
、
⑧
顔
氏
が
い
る
。
顔
氏
は
墓
誌
が
あ
）
16
（

り
、
そ
れ
に

よ
る
と
斉
州
の
人
で
、
春
秋
時
代
の
孔
子
の
弟
子
の
一
人
顔
回
の
父
顔
路
の
苗
裔
で

あ
る
と
す
る
が
仮
託
で
あ
ろ
う
。
五
五
〇
年
（
天
保
元
年
）
に
西
朝
（
晋
陽
）
の
嬪

と
な
り
、
五
五
三
年
（
天
保
四
年
）、
隴
西
王
紹
廉
を
託
育
し
、
弘
徳
夫
人
（
河
清

新
令
で
は
三
公
に
比
さ
れ
る
三
夫
人
の
地
位
）
に
転
じ
た
の
ち
、
五
七
六
年
（
武
平

七
年
）、
四
七
歳
で

に
て
死
去
し
て
い
る
。

（
四
）
孝
昭
帝
（
高
演
）

　

孝
昭
帝
（
高
演
）
は
五
三
五
年
（
東
魏
天
平
二
年
）
に
高
歓
の
六
男
と
し
て
生
ま

れ
、
五
三
八
年
（
東
魏
元
象
元
年
）
に
常
山
郡
王
に
封
じ
ら
れ
（
四
歳
）、
五
五
〇

年
（
天
保
元
年
）
に
は
常
山
王
に
進
爵
し
た
（
一
六
歳
）。
そ
の
後
、
文
宣
帝
の
も

と
司
空
・
録
尚
書
事
・
大
司
馬
を
歴
任
し
、
五
五
九
年
、
文
宣
帝
が
死
去
し
て
幼
主

（
廃
帝
）
が
即
位
す
る
と
太
傅
・
録
尚
書
と
し
て
朝
政
を
総
覧
し
た
。
翌
年
二
月
、

諸
王
・
勲
貴
の
支
持
を
得
て

に
て
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
て
楊
愔
ら
を
殺
害
し
、
八

月
、
晋
陽
宣
徳
殿
に
て
即
位
し
た
（
二
六
歳
）。
孝
昭
帝
は
高
歓
時
代
の
勲
貴
を
尊

重
す
る
路
線
を
採
用
す
る
が
、
落
馬
の
事
故
に
遭
い
、
五
六
一
年
、
晋
陽
で
死
去
し

た
（
二
七
歳
）。

　

孝
昭
帝
に
は
①
皇
后
元
氏
と
②
桑
氏
の
他
に
諸
姫
が
い
た
と
史
料
に
は
あ
る
が
、

詳
細
が
わ
か
る
の
は
皇
后
の
元
氏
だ
け
で
あ
る
。
元
氏
は
北
魏
江
陽
王
継
（
道
武
帝

の
子
孫
）
の
子
で
あ
る
元
蛮
の
娘
で
、
孝
昭
帝
が
常
山
王
で
あ
っ
た
と
き
に
納
め
て

妃
と
な
り
、
五
五
九
年
（
天
保
十
年
）、
北
魏
宗
室
で
あ
る
元
氏
の
大
誅
殺
が
行
わ

れ
た
際
、
孝
昭
帝
が
元
氏
と
元
蛮
の
た
め
に
し
き
り
に
助
命
を
求
め
て
許
さ
れ
、
姓

を
歩
六
弧
氏
に
改
め
た
。
孝
昭
帝
が
即
位
す
る
と
皇
后
と
な
っ
た
が
、
武
成
帝
が
即

位
す
る
と
降
し
て
順
成
宮
に
居
ら
し
め
た
。
北
斉
滅
亡
後
、
北
周
の
後
宮
に
入
り
、

楊
堅
が
丞
相
と
な
る
と
山
東
に
還
さ
れ
た
。

（
五
）
武
成
帝
（
高
湛
）

　

武
成
帝
（
高
湛
）
は
五
三
七
年
（
東
魏
天
平
四
年
）
に
高
歓
の
九
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
五
三
八
年
（
元
象
元
年
）、
長
広
郡
公
に
封
じ
ら
れ
た
。
五
四
四
年
（
武
定

二
年
）、
高
歓
は
柔
然
と
結
ぶ
た
め
柔
然
可
汗
の
太
子
菴
羅
辰
（
諳
羅
臣
）
の
娘
叱

地
連
（
七
歳
）
を
高
湛
（
八
歳
）
の
妻
に
迎
え
て
「
隣
和
公
）
17
（

主
」
と
号
し
た
。
五
五

〇
年
（
天
保
元
年
）、
長
広
王
に
進
爵
し
、
尚
書
令
と
な
り
司
徒
を
兼
務
し
た
。
五

六
〇
年
（
乾
明
元
年
）、
楊
愔
は
高
湛
を
大
司
馬
・
并
州
刺
史
と
し
た
が
、
高
湛
は
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高
演
と
組
ん
で
楊
愔
ら
を
誅
殺
す
る
密
謀
を
計
画
し
、
太
傅
・
録
尚
書
事
・
領
京
畿

大
都
督
と
な
っ
て
ク
ー
デ
タ
を
実
行
し
た
。
孝
昭
帝
が
即
位
す
る
と
右
丞
相
と
な

り
、
孝
昭
帝
が
晋
陽
に
出
向
く
際
に
は

に
留
ま
り
政
治
を
執
り
行
っ
た
。
五
六
一

年
、
孝
昭
帝
が
死
去
す
る
と
遺
詔
に
よ
り
即
位
し
た
（
二
五
歳
）。
五
六
五
年
（
河

清
四
年
）
四
月
、
息
子
緯
に
譲
位
し
て
太
上
皇
帝
と
な
っ
て
政
治
を
と
っ
た
（
二
九

歳
）。
五
六
八
年
（
天
統
四
年
）
十
二
月
、
の
乾
寿
堂
に
て
死
去
し
た
（
三
二
歳
）。

　

武
成
帝
に
は
①
皇
后
胡
氏
、
②
弘
徳
夫
人
李
氏
、
③
文
宣
王
嬪
、
④
盧
勒
叉
の

妹
、
⑤
馬
嬪
、
⑥
彭
楽
の
娘
、
⑦
任
祥
の
娘
が
い
た
。

　

①
胡
氏
は
安
定
の
胡
延
之
の
娘
で
、
天
保
の
は
じ
め
に
選
ば
れ
て
長
広
王
妃
と
な

り
、
武
成
帝
が
即
位
す
る
と
皇
后
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
胡
氏
は
宦
官
と
私
通
し
、

つ
い
で
恩
倖
の
和
士
開
と
も
私
通
し
た
。
さ
ら
に
武
成
帝
の
死
後
は
し
ば
し
ば
仏
寺

に
い
き
、
僧
侶
の
曇
献
と
私
通
を
重
ね
た
。
北
斉
滅
亡
後
、
北
周
に
入
り
、
ほ
し
い

ま
ま
に
姦
穢
を
行
い
、
隋
の
開
皇
中
に
死
去
し
た
。

　

②
李
氏
は
趙
郡
の
李
叔
譲
の
娘
で
、
は
じ
め
東
魏
孝
静
帝
の
後
宮
に
入
り
嬪
と

な
っ
た
の
ち
、
武
成
帝
が
み
ず
か
ら
の
後
宮
に
納
め
た
。
③
王
氏
は
も
と
文
宣
帝
の

後
宮
の
嬪
で
あ
っ
た
の
を
武
成
帝
が
納
め
て
嬪
と
し
た
。
④
盧
氏
は
宦
官
盧
勒
叉
の

妹
で
、
武
成
帝
の
嬪
と
な
っ
た
。
武
成
帝
が
亡
く
な
る
と
、
二
人
は
胡
太
后
の
命
に

よ
り
自
殺
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
後
主
が
哀
れ
に
思
い
、
秘
か
に
逃
が

し
た
。
⑤
馬
氏
は
武
成
帝
の
嬪
と
な
っ
た
が
、
胡
皇
后
に
妬
ま
れ
自
殺
し
た
。
⑥
彭

楽
の
娘
と
⑦
任
祥
の
娘
は
父
親
の
事
）
18
（
件
に
連
座
し
て
後
宮
に
没
官
さ
れ
、
文
宣
帝
に

寵
愛
さ
れ
た
。
の
ち
二
人
は
武
成
帝
の
後
宮
に
入
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
③
王

氏
、
⑥
彭
氏
、
⑦
任
氏
は
い
ず
れ
も
文
宣
帝
の
后
妃
で
あ
っ
た
も
の
を
武
成
帝
が
納

め
て
お
り
、
レ
ビ
レ
ー
ト
に
相
当
す
る
。

（
六
）
後
主
（
高
緯
）

　

後
主
（
高
緯
）
は
五
五
六
年
（
天
保
七
年
）
に
武
成
帝
の
長
男
と
し
て
晋
陽
で
生

ま
れ
た
。
五
六
二
年
（
大
寧
二
年
）、
武
成
帝
が
即
位
す
る
と
皇
太
子
に
立
て
ら

れ
、
五
六
五
年
（
河
清
四
年
）、
武
成
帝
が
譲
位
し
て
皇
帝
に
即
位
し
た
（
九
歳
）。

五
六
八
年
（
天
統
四
年
）
十
二
月
、
武
成
帝
が
死
去
す
る
と
み
ず
か
ら
政
治
を
見
る

よ
う
に
な
る
が
、
実
際
に
は
恩
倖
の
和
士
開
ら
が
取
り
仕
切
っ
た
。
五
七
一
年
（
武

平
二
年
）
七
月
、
和
士
開
ら
の
専
権
に
対
し
て
不
満
を
も
っ
た
諸
王
・
勲
貴
は
ク
ー

デ
タ
を
起
こ
し
て
和
士
開
ら
を
殺
害
し
た
。
こ
の
と
き
漢
人
貴
族
の
祖
珽
は
恩
倖
と

結
ん
で
勲
貴
の
弾
圧
を
後
主
に
す
す
め
、
五
七
二
年
（
武
平
三
年
）
七
月
、
勲
貴
の

斛
律
光
を
誅
殺
し
た
。
五
七
六
年
、
北
周
が
晋
陽
を
攻
め
落
と
す
と
、
後
主
は

に

退
却
し
、
皇
太
子
恒
（
八
歳
）
に
譲
位
し
て
太
上
皇
帝
と
な
っ
た
。
五
七
七
年
、
北

周
軍
が

に
逼
る
と
、
顔
之
推
ら
は
黄
河
の
南
で
兵
を
募
っ
て
立
て
直
す
、
そ
れ
も

で
き
な
け
れ
ば
陳
に
亡
命
す
る
こ
と
を
太
上
皇
帝
に
進
言
し
た
。
そ
こ
で
太
皇
太

后
・
太
上
皇
后
、
つ
い
で
幼
主
が

を
脱
出
し
た
。
太
上
皇
帝
は
百
騎
を
従
え
て
逃

走
し
、
青
州
か
ら
陳
へ
亡
命
し
よ
う
と
図
っ
た
が
み
な
北
周
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
長
安

に
送
ら
れ
た
。

　

後
主
に
は
①
皇
后
斛
律
氏
、
②
皇
后
胡
氏
、
③
皇
后
穆
氏
、
④
馮
淑
妃
、
⑤
李
蛾

英
、
⑥
裴
蛾
英
、
⑦
曹
昭
儀
、
⑧
董
昭
儀
、
⑨
毛
夫
人
、
⑩
彭
夫
人
、
⑪
王
夫
人
、

⑪
小
王
夫
人
、
⑫
李
夫
人
（
二
人
）
が
い
た
。
後
主
の
時
期
の
後
宮
に
つ
い
て
『
北

史
』
后
妃
序
で
は
「
後
主
既
に
二
后
を
立
て
、
昭
儀
以
下
み
な
其
の
数
を
倍
す
。
ま

た
左
右
蛾
英
を
置
き
、
左
右
丞
相
に
比
し
、
昭
儀
を
降
し
て
二
大
夫
に
比
す
。
尋
い

で
ま
た
淑
妃
一
人
を
置
き
、
相
国
に
比
す
」
と
あ
り
、
武
成
帝
の
河
清
新
令
に
変
更

を
加
え
、
左
右
昭
儀
に
か
わ
っ
て
左
右
蛾
英
を
置
い
た
が
、
こ
れ
は
陽
休
之
が
作
成

し
た
も
の
で
、
舜
の
妃
の
名
前
が
蛾
皇
・
女
英
で
あ
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。
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号

ま
た
五
七
二
年
（
武
平
三
年
）
八
月
に
斛
律
氏
が
皇
后
を
廃
さ
れ
て
庶
人
と
な
り
、

か
わ
っ
て
右
昭
儀
の
胡
氏
が
皇
后
に
即
位
す
る
が
、
十
月
に
弘
徳
夫
人
の
穆
氏
が
左

皇
后
と
な
り
、
二
人
の
皇
后
が
並
び
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
十
二
月
に
は
胡

氏
が
皇
后
を
廃
さ
れ
て
庶
人
と
な
り
、
翌
年
二
月
に
左
皇
后
穆
氏
が
正
皇
后
と
な
る

こ
と
で
二
人
皇
后
は
消
滅
す
る
。
な
お
左
右
の
后
妃
を
設
置
す
る
こ
と
は
北
族
習
俗

の
名
残
で
あ
る
と
蔡
幸
娟
は
指
摘
す
）
19
（

る
。

　

①
斛
律
氏
は
勲
貴
の
代
表
で
あ
る
斛
律
光
の
娘
で
、
は
じ
め
皇
太
子
妃
と
な
り
、

後
主
が
即
位
す
る
と
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
。
武
平
三
年
正
月
に
娘
を
生
み
、
後
主
は

斛
律
光
を
喜
ば
せ
よ
う
と
男
子
を
生
ん
だ
と
詐
称
し
、
大
赦
ま
で
し
た
。
同
年
七
月

に
斛
律
光
が
誅
殺
さ
れ
る
と
斛
律
氏
は
皇
后
を
廃
さ
れ
て
別
宮
に
移
さ
れ
、
の
ち
令

に
よ
り
尼
と
な
っ
た
。
北
斉
滅
亡
後
は
開
府
元
仁
に
再
嫁
し
た
。

　

②
胡
氏
は
胡
長
仁
の
娘
で
、
武
成
皇
后
胡
氏
（
胡
太
后
）
の
姪
に
あ
た
る
と
同
時

に
、
後
主
に
嫁
い
だ
こ
と
か
ら
胡
太
后
の
義
理
の
娘
に
な
っ
た
。
胡
太
后
は
不
貞
を

重
ね
た
こ
と
で
後
主
に
対
す
る
母
儀
の
道
を
失
い
、
そ
の
こ
と
を
恥
じ
て
後
主
を
喜

ば
せ
よ
う
と
姪
を
飾
っ
て
宮
中
に
入
れ
、
後
主
が
み
と
め
て
弘
徳
夫
人
に
立
て
ら
れ

た
。
つ
い
で
左
昭
儀
に
進
）
20
（

み
、
斛
律
皇
后
が
廃
さ
れ
る
と
皇
后
に
な
っ
た
。
し
か
し

穆
氏
を
皇
后
に
立
て
た
い
陸
太
姫
の
讒
言
に
よ
り
胡
太
后
の
怒
り
を
買
い
、
剃
髪
の

う
え
実
家
に
還
さ
れ
た
。
後
主
は
胡
氏
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
詩
に
そ
の
想
い
を
託
し
て

送
っ
た
。
の
ち
斛
律
氏
と
と
と
も
に
後
宮
に
呼
び
戻
さ
れ
た
が
。
数
日
後
に

が
陥

落
し
た
。
そ
の
後
、
再
嫁
し
た
。

　

③
穆
氏
は
名
を
邪
利
（
小
字
を
黄
花
、
後
字
を
舎
利
）
と
い
い
、
も
と
斛
律
皇
后

の
従
婢
で
あ
っ
た
。
母
親
は
名
を
軽
霄
と
い
い
、
も
と
は
穆
子
倫
の
婢
で
、
つ
い
で

侍
中
宋
欽
道
の
家
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
私
通
し
て
娘
を
生
ん
だ
が
、
或
い
は
宋
欽
道

の
娘
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
宋
欽
道
が
誅
殺
さ
れ
、
娘
は
後
宮
に
没
官
さ
れ
、
後

主
に
幸
あ
っ
て
後
宮
で
は
舎
利
太
監
と
称
さ
れ
た
。
女
侍
中
の
陸
太
姫
は
そ
の
寵
愛

を
知
っ
て
養
女
と
し
、
弘
徳
夫
人
に
推
薦
し
た
。
そ
の
後
、
陸
太
姫
の
讒
言
に
よ
り

胡
氏
が
廃
さ
れ
る
と
穆
氏
は
一
人
皇
后
と
な
っ
た
。
な
お
穆
氏
が
そ
の
後
ど
う
な
っ

た
の
か
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

④
馮
氏
は
名
を
小
憐
と
い
う
。
も
と
は
穆
皇
后
の
従
婢
で
あ
っ
た
が
、
穆
皇
后
の

薦
め
に
よ
り
後
宮
に
入
っ
た
。
琵
琶
や
歌
舞
が
た
く
み
で
、
後
主
は
そ
れ
に
惑
い
、

つ
ね
に
側
に
お
い
た
。
北
斉
が
滅
び
、
後
主
が
長
安
に
移
さ
れ
る
と
、
北
周
の
武
帝

は
馮
氏
を
求
め
、
後
主
は
「
朕
は
天
下
を
視
す
る
こ
と
脱
屣
の
如
し
、
一
老
嫗
豈
に

公
に
与
え
る
に
惜
し
ま
ん
や
」
と
い
っ
て
馮
氏
を
与
え
た
。
の
ち
北
周
の
代
王
達
に

下
賜
さ
れ
た
が
、
代
王
達
が
楊
堅
に
殺
さ
れ
る
と
馮
氏
は
李
詢
に
下
賜
さ
れ
、
最
後

は
李
詢
の
母
に
自
殺
さ
せ
ら
れ
た
。

　

⑤
李
氏
は
衛
尉
卿
李
祖
欽
の
娘
で
、
後
主
の
後
宮
に
入
り
左
昭
儀
と
な
り
つ
い
で

左
蛾
英
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
⑥
裴
氏
は
右
蛾
英
と
な
っ
た
。
⑦
曹
氏
は
楽
人
曹
僧

奴
の
娘
で
、
姉
妹
そ
ろ
っ
て
後
主
の
後
宮
に
入
っ
た
が
、
姉
は
後
主
の
意
に
背
い
た

た
め
顔
の
皮
を
剥
が
さ
れ
、
妹
は
琵
琶
が
上
手
だ
っ
た
た
め
昭
儀
と
な
っ
た
。
後
主

は
曹
氏
の
た
め
に
隆
基
堂
を
建
て
た
が
、
陸
太
姫
の
誣
告
に
よ
り
殺
さ
れ
た
。
そ
の

ほ
か
に
も
多
数
の
后
妃
が
い
る
が
、
そ
の
う
ち
⑨
毛
氏
は
箏こ

と

の
演
奏
が
上
手
で
、
和

士
開
の
推
薦
に
よ
り
後
宮
入
り
し
た
。
彭
氏
は
音
妓
を
も
っ
て
寵
愛
さ
れ
、
晋
陽
で

亡
く
な
っ
た
あ
と
仏
寺
が
建
て
ら
れ
た
。
⑫
李
夫
人
（
二
人
）
の
う
ち
、
一
人
は
李

孝
貞
の
娘
で
あ
る
が
、
李
氏
は
北
斉
の
帝
室
と
婚
姻
関
係
を
重
ね
る
名
門
で
あ
）
21
（

る
。

ま
た
も
う
一
人
の
李
氏
は
ま
っ
た
く
逆
の
立
場
の
隷
戸
の
娘
で
、
五
弦
の
演
奏
が
巧

み
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
後
宮
入
り
し
た
。
恩
倖
の
和
士
開
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
、
北
斉
の
宮
廷
で
は
胡
琵
琶
な
ど
の
楽
器
の
演
奏
が
巧
み
で
あ
る
も
の
が

皇
帝
に
気
に
入
ら
れ
て
出
世
す
る
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
た
。
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后
妃
の
ゆ
く
え
（
松
下
）

　

以
上
、
北
斉
の
後
宮
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
な
か
で
レ
ビ
レ
ー
ト
と
関
連

す
る
も
の
を
抜
粋
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）
神
武
帝
の
蠕
蠕
公
主
を
文
襄
帝
が
烝
し
た
。

　
（
二
）
文
襄
帝
の
元
皇
后
を
文
宣
帝
が
淫
し
た
。

　
（
三
）
文
宣
帝
の
李
皇
后
を
孝
昭
帝
が
降
し
て
昭
信
皇
后
と
し
た
。

　
（
四
）
孝
昭
帝
の
昭
信
皇
后
（
文
宣
帝
の
李
皇
后
）
を
武
成
帝
が
淫
し
た
。

　
（
五
）
孝
昭
帝
の
元
皇
后
を
武
成
帝
が
降
し
て
順
成
宮
に
居
ら
し
め
た
。

　
（
六
）
文
宣
帝
の
後
宮
の
王
嬪
と
彭
楽
の
娘
・
任
祥
の
娘
を
武
成
帝
が
後
宮
に
納

め
夫
人
と
し
た
。

　

レ
ビ
レ
ー
ト
と
は
、『
史
記
』
巻
一
一
〇
、
匈
奴
列
伝
に
、「
父
子
兄
弟
死
し
、
其

の
妻
を
取
り
て
之
を
妻
と
す
」
と
あ
り
、『
三
国
志
』
巻
三
〇
、
烏
丸
伝
の
注
に
引

く
王
沈
『
魏
書
』
で
は
「
父
兄
死
し
、
後
母
を
妻
と
し
、
嫂
を
執
る
」
と
あ
る
よ
う

に
、
父
兄
が
死
ん
で
の
ち
、
そ
の
妃
妾
を
子
弟
が
引
き
継
ぐ
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し

生
母
を
子
供
が
妻
に
迎
え
る
こ
と
は
な
い
。
な
お
遊
牧
国
家
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト

の
目
的
は
、
王
家
の
血
統
を
維
持
す
る
こ
と
と
、
部
族
間
の
同
盟
を
維
持
し
財
産
の

流
出
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
）
22
（
る
。

　

北
斉
で
は
文
襄
帝
が
蠕
蠕
公
主
を
迎
え
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
が
、
こ
れ
は
柔
然
の

国
法
に
従
っ
た
と
史
料
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
レ
ビ
レ
ー
ト
に
相
当
し
、

柔
然
と
の
同
盟
維
持
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
で
は
そ
の
後
の
ケ
ー
ス
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
基
本
的
に
は
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
行
わ
れ
、
そ
の
対
象
が
先
帝
の
皇
后

で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
史
料
に
は
「
蒸
（
烝
）」
や
「
淫
」
と
い
っ
た
表
現

で
書
か
れ
て
お
り
、
普
通
の
こ
と
で
は
な
い
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
れ
を
趙
翼
の
よ

う
に
北
斉
の
後
宮
の
風
紀
が
乱
れ
た
結
果
と
し
て
片
付
け
る
の
は
あ
ま
り
に
単
純
で

あ
ろ
う
。
や
は
り
こ
こ
に
は
明
確
に
先
代
の
皇
后
を
引
く
継
ぐ
意
志
が
あ
り
、
後
継

者
と
し
て
の
正
統
性
を
確
保
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章　

北
周
の
後
宮

　

本
章
で
は
北
斉
と
比
較
検
討
す
る
た
め
に
北
周
の
後
宮
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
北
周
の
後
宮
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
段
階
に
分

け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
）
23
（
る
。（
一
）
文
帝
（
宇
文
泰
）
の
後
宮
に
は
姫
、
夫
人
、

妃
と
い
う
称
号
が
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
わ
か
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
員
や
階
級

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。（
二
）
孝
閔
帝
（
宇
文
覚
）
の
後
宮
は
、
宇
文
覚
が
天

王
に
即
位
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
妃
は
王
后
と
称
さ
れ
、
そ
の
下
に
三
夫
人
、
三

㚤
、
御
媛
、
御
婉
が
置
か
れ
た
。（
三
）
明
帝
（
宇
文
毓
）
の
後
宮
は
、
五
五
九
年

（
武
成
元
年
）
八
月
に
天
王
を
改
め
皇
帝
と
称
し
た
こ
と
か
ら
、
王
后
は
皇
后
に
改

め
ら
れ
た
。
つ
い
で
武
帝
（
宇
文
邕
）
の
五
七
三
年
（
建
徳
二
年
）
八
月
に
三
夫
人

を
改
め
三
妃
を
置
き
、
同
時
に
六
嬪
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
北
周
の
後
宮

は
、
皇
后
（
視
皇
帝
）、
三
妃
（
視
三
公
）、
三
㚤
（
視
三
孤
）、
六
嬪
（
視
六
卿
）、

御
媛
（
視
大
夫
）、
御
婉
（
視
士
）
と
い
う
形
に
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
五
七
七
年

（
建
徳
六
年
）
十
一
月
に
妃
を
二
人
、
世
婦
を
三
人
、
御
妻
を
三
人
と
し
、
そ
の
他

は
す
べ
て
廃
止
し
た
。（
四
）
宣
帝
（
宇
文
贇
）
の
後
宮
は
、
逆
に
拡
大
の
方
向
に

向
か
い
、
五
人
の
皇
后
を
立
て
、
夫
人
以
下
は
定
員
を
設
け
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
北
周
の
後
宮
制
度
は
『
周
礼
』
を
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
も
、
完

全
に
そ
れ
を
再
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
宣
帝
の
と
き
に

は
五
人
の
皇
后
が
立
て
ら
れ
る
な
ど
、
特
異
な
状
況
も
見
ら
れ
る
。
な
お
史
料
に
は

文
帝
・
武
帝
・
宣
帝
時
代
に
姫
と
い
う
呼
称
が
散
見
す
る
が
、
こ
れ
は
後
宮
の
位
階

で
は
な
く
、
後
宮
内
の
下
級
の
女
性
（
賤
妾
）
の
総
称
と
考
え
ら
れ
）
24
（
る
。
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第
四
六
号

（
一
）
文
帝
（
宇
文
泰
）

　

文
帝
（
宇
文
泰
）
は
五
〇
五
年
（
北
魏
正
始
二
年
）
に
、
宇
文
肱
の
四
男
と
し
て

武
川
鎮
で
生
ま
れ
た
。
六
鎮
の
乱
が
起
こ
る
と
、
宇
文
肱
と
と
も
に
鮮
于
修
礼
の
軍

に
随
っ
た
の
ち
、
葛
栄
つ
い
で
爾
朱
栄
と
わ
た
っ
た
。
な
お
こ
の
間
父
の
宇
文
肱
と

三
人
の
兄
を
失
っ
て
い
る
（
三
男
洛
生
は
爾
朱
栄
に
殺
さ
れ
た
）。
宇
文
泰
は
賀
抜

岳
に
従
っ
て
隴
西
の
万
俟
醜
奴
の
討
伐
に
向
か
い
、
賀
抜
岳
が
殺
さ
れ
る
と
そ
の
遺

衆
を
引
き
継
ぎ
、
関
中
に
拠
っ
た
。
五
三
四
年
、
孝
武
帝
が
洛
陽
を
脱
出
し
て
く
る

と
こ
れ
を
迎
え
た
が
、
ま
も
な
く
殺
害
し
て
五
三
五
年
（
大
統
元
年
）、
文
帝
を
擁

立
し
た
。
宇
文
泰
は
督
中
外
諸
軍
事
・
大
行
台
・
安
定
郡
公
と
し
て
実
権
を
握
り
、

五
五
六
年
（
恭
帝
三
年
）
一
月
に
は
『
周
礼
』
に
し
た
が
っ
て
六
官
を
建
て
た
が
、

同
年
十
月
、
病
に
よ
り
雲
陽
で
死
去
し
た
（
五
二
）
25
（

歳
）。
宇
文
泰
は
中
山
公
護
（
宇

文
泰
の
長
兄
顥
の
子
）
に
息
子
覚
の
補
佐
を
託
し
た
。

　

文
帝
（
宇
文
泰
）
に
は
①
文
帝
元
皇
后
、
②
文
宣
叱
奴
皇
后
、
③
姚
夫
人
、
④
達

歩
干
妃
、
⑤
王
姫
お
よ
び
諸
姫
が
い
た
。

　

①
元
氏
は
北
魏
孝
武
帝
の
妹
で
、
は
じ
め
平
原
公
主
に
封
じ
ら
れ
て
張
歓
に
嫁
い

だ
。
し
か
し
張
歓
の
性
格
が
貪
欲
残
忍
で
、
元
氏
に
対
し
て
礼
節
を
欠
き
、
元
氏
の

侍
婢
を
殺
し
た
た
め
、
元
氏
は
兄
の
孝
武
帝
に
訴
え
た
。
そ
こ
で
孝
武
帝
は
張
歓
を

捕
ら
え
て
殺
し
た
。
元
氏
は
馮
翊
公
主
に
改
封
さ
れ
て
宇
文
泰
に
嫁
ぐ
計
画
で
あ
っ

た
が
、
結
納
前
に
孝
武
帝
が
洛
陽
を
脱
出
し
た
た
め
、
孝
武
帝
が
宇
文
泰
の
も
と
に

奔
っ
た
五
三
四
年
（
永
煕
三
年
）
に
嫁
い
だ
。
そ
の
後
、
孝
閔
帝
（
宇
文
覚
、
宇
文

泰
の
第
三
子
）
を
生
み
、
五
五
一
年
（
大
統
十
七
年
）
に
死
去
し
た
。

　

②
叱
奴
氏
は
代
人
で
、
宇
文
泰
が
丞
相
と
な
っ
た
五
三
四
年
（
永
煕
三
年
）
に
納

め
て
姫
と
し
、
武
帝
（
宇
文
邕
、
宇
文
泰
の
第
四
子
）
を
生
ん
だ
。
五
五
一
年
（
大

統
十
七
年
）
に
元
皇
后
が
死
去
し
た
た
め
、
叱
奴
氏
が
皇
后
と
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
五
六
八
年
（
天
和
二
年
）、
武
帝
の
と
き
に
皇
太
后
と
な
り
、
五
七
四
年
（
建

徳
三
年
）
死
去
し
た
。

　

③
姚
氏
の
来
歴
に
つ
い
て
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
姚
氏
は
五
三
四
年

（
永
煕
三
年
）
宇
文
泰
が
夏
州
に
い
た
と
き
統
万
城
に
お
い
て
明
帝
（
宇
文
毓
、
宇

文
泰
の
長
子
）
を
生
ん
で
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前
に
宇
文
泰
に
嫁
い
だ

も
の
と
思
わ
れ
る
。
姓
か
ら
判
断
す
る
と
後
秦
を
建
て
た
羌
族
姚
氏
の
子
孫
で
、
夏

州
に
居
住
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
姚
氏
が
い
つ
亡
く
な
っ
た
の
か
不
明
で

あ
る
。

　

④
達
歩
干
氏
は
斉
煬
王
憲
（
宇
文
泰
の
第
五
子
）、
⑤
王
氏
は
趙
僣
王
招
（
宇
文

泰
の
第
六
子
）
を
生
ん
だ
こ
と
以
外
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
他
の
后
妃
に
つ
い
て

『
周
書
』
巻
一
三
、
文
閔
明
武
諸
子
伝
、『
北
史
』
巻
五
八
、
周
室
諸
王
伝
に
は
「
後

宮
」
と
書
か
れ
宇
文
泰
の
諸
子
を
生
ん
だ
こ
と
し
か
わ
ら
な
い
。

（
二
）
孝
閔
帝
（
宇
文
覚
）

　

孝
閔
帝
（
宇
文
覚
）
は
五
四
二
年
（
西
魏
大
統
八
年
）、
宇
文
泰
の
三
男
と
し
て

同
州
の
官
舎
で
生
ま
れ
た
。
母
親
は
元
氏
で
あ
る
。
五
五
一
年
、
九
）
26
（

歳
で
略
陽
郡
公

と
な
り
、
五
五
六
年
三
月
、
安
帝
公
（
宇
文
泰
）
の
世
子
と
な
っ
た
。
な
お
三
男
の

覚
が
世
継
ぎ
に
立
て
ら
れ
た
の
は
、
母
親
が
北
魏
孝
武
帝
の
妹
で
あ
る
と
い
う
出
自

が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
長
男
毓
の
母
親
は
出
自
不
明
の
姚
氏
、
二
男
震
の

母
親
は
名
も
知
れ
な
い
後
宮
の
女
性
で
あ
る
。
五
五
六
年
十
月
、
宇
文
泰
が
死
去
す

る
と
太
師
・
大
冢
宰
を
継
ぎ
、
十
二
月
に
は
恭
帝
か
ら
周
公
に
封
じ
ら
れ
、
禅
譲
を

受
け
て
翌
年
一
月
、
天
王
に
即
位
し
た
（
一
四
歳
）。
孝
閔
帝
は
宇
文
護
の
執
政
を

に
く
み
朝
臣
と
結
託
し
て
宇
文
護
の
暗
殺
を
計
画
し
た
が
露
見
し
て
宇
文
護
に
幽
閉

さ
れ
た
の
ち
殺
害
さ
れ
た
（
一
六
歳
）。

133



─　  （　）─41

⑤
静
帝
（
宇
文
衍
）

　

朱
皇
后

④
宣
帝（
宇
文
贇
）

　

李
皇
后

北
周
系
図

②
明
帝（
宇
文
毓
）

姚
夫
人

①
孝
閔
帝（
宇
文
覚
）

元
皇
后

文
帝（
宇
文
泰
）

③
武
帝
（
宇
文
邕
）

叱
奴
皇
后

宇
文
顥

宇
文
護

后
妃
の
ゆ
く
え
（
松
下
）

　

孝
閔
帝
に
は
①
元
皇
后
と
②
陸
夫
人
の
二
人
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

　

①
元
氏
は
名
を
胡
摩
と
い
い
、
西
魏
文
帝
の
第
五
女
で
、
は
じ
め
晋
安
公
主
に
封

じ
ら
れ
、
五
五
一
年
、
宇
文
覚
が
略
陽
公
に
封
じ
ら
れ
た
と
き
に
嫁
い
だ
。
五
五
七

年
、
宇
文
覚
が
天
王
に
即
位
す
る
と
、
王
后
と
な
っ
た
が
、
宇
文
護
に
よ
っ
て
孝
閔

帝
が
廃
位
さ
れ
る
と
、
元
氏
は
出
家
し
て
尼
と
な
っ
た
。
五
七
二
年
（
建
徳
元
年
）、

武
帝
（
宇
文
邕
）
が
宇
文
護
を
誅
殺
す
る
と
孝
閔
皇
后
と
し
て
崇
義
宮
に
住
ん
だ
。

北
周
が
滅
ぶ
と
、
宮
中
を
出
て
里
第
に
住
み
、
六
一
六
年
（
大
業
十
二
年
）
に
死
去

し
た
。

　

②
陸
氏
は
紀
厲
王
康
を
生
ん
だ
こ
と
が
『
周
書
』
巻
一
三
、
文
閔
明
武
諸
子
伝
に

書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

（
三
）
明
帝
（
宇
文
毓
）

　

明
帝
（
宇
文
毓
）
は
、
五
三
四
年
（
永
煕
三
年
）、
宇
文
泰
の
長
男
と
し
て
夏
州

統
万
城
で
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
統
万
突
と
名
付
け
ら
れ
た
。
五
四
八
年
（
大
統
十
四

年
）、
寧
都
郡
公
に
封
じ
ら
れ
（
一
四
歳
）、
五
五
七
年
、
孝
閔
帝
が
即
位
す
る
と
柱

国
・
岐
州
諸
軍
事
・
岐
州
刺
史
と
な
り
、
善
政
を
行
い
民
か
ら
慕
わ
れ
た
。
五
五
八

年
、
孝
閔
帝
が
廃
位
さ
れ
る
と
宇
文
護
に
迎
え
ら
れ
て
即
位
し
た
。
五
五
九
年
（
武

成
元
年
）、
宇
文
護
が
上
表
し
て
政
権
を
還
し
た
こ
と
で
、
明
帝
が
親
政
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
軍
権
は
依
然
と
し
て
宇
文
護
が
握
っ
て
い
た
。
五
六
〇
年
、
宇
文
護

に
よ
り
毒
殺
さ
れ
た
（
二
七
歳
）。

　

明
帝
に
は
①
独
弧
皇
后
、
②
徐
妃
お
よ
び
そ
の
他
后
妃
が
い
た
。

　

①
独
弧
氏
は
武
川
鎮
出
身
の
独
弧
信
の
長
女
で
、
明
帝
が
寧
都
郡
公
に
封
じ
ら
れ

た
と
き
に
納
め
ら
れ
て
夫
人
と
な
っ
た
。
孝
閔
帝
が
廃
位
さ
れ
て
明
帝
が
天
王
に
即

位
し
た
五
五
八
年
正
月
、
王
后
に
立
て
ら
れ
た
が
、
四
月
に
死
去
し
た
。
五
五
九
年

（
武
成
元
年
）
八
月
、
天
王
を
改
め
皇
帝
と
称
す
と
、
追
尊
し
て
皇
后
と
な
っ
た
。

　

②
徐
氏
は
畢
剌
王
賢
を
生
ん
だ
こ
と
、
ま
た
そ
の
他
後
宮
の
女
性
が

王
貞
、
宋

王
寔
を
生
ん
だ
。

（
四
）
武
帝
（
宇
文
邕
）

　

武
帝
（
宇
文
邕
）
は
、
五
四
三
年
（
西
魏
大
統
九
年
）
に
宇
文
泰
の
四
男
と
し
て

同
州
で
生
ま
れ
た
。
五
五
四
年
、
輔
城
郡
公
に
封
じ
ら
れ
（
一
二
歳
）、
孝
閔
帝
が

即
位
す
る
と
大
将
軍
と
し
て
同
州
に
出
鎮
し
、
明
帝
の
時
に
は
、
大
司
空
・
治
御

正
・
領
宗
師
と
な
り
朝
廷
の
大
事
に
参
与
し
た
。
五
六
〇
年
、
明
帝
の
遺
詔
に
よ
り

即
位
し
（
一
八
歳
）、
五
七
二
年
、
宇
文
護
を
誅
殺
し
て
親
政
を
始
め
、
五
七
七

年
、
北
斉
を
滅
ぼ
し
た
が
、
翌
年
六
月
、
長
安
に
て
病
死
し
た
（
三
六
歳
）。

　

武
帝
に
は
①
阿
史
那
皇
后
、
②
李
皇
后
、
③

狄
姫
、
④
馮
姫
、
⑤
薛
世
婦
、
⑥

鄭
姫
が
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

①
阿
史
那
氏
は
突
厥
木
杆
可
汗
俟
斤
の
娘
で
、
俟
斤
は
北
斉
と
北
周
の
両
方
か
ら
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婚
姻
の
申
し
出
を
受
け
て
い
た
。
北
周
の
使
者
が
阿
史
那
氏
を
迎
え
に
来
て
い
た
と

き
、
俟
斤
は
北
斉
と
の
婚
姻
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
と
き
た
ま
た
ま
雷
風
が
起
こ

り
、
つ
む
じ
風
が
そ
の
天
幕
を
壊
し
た
。
こ
れ
を
天
譴
と
懼
れ
た
俟
斤
は
阿
史
那
氏

を
送
り
、
五
六
八
年
（
天
和
三
年
）
三
月
、
武
帝
が
長
安
に
迎
え
た
。
と
き
に
阿
史

那
氏
一
八
歳
。
五
七
八
年
（
宣
政
元
年
）、
宣
帝
が
即
位
す
る
と
皇
太
后
と
な
り
、

五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
二
月
、
天
元
皇
太
后
に
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
五
八
〇
年

（
大
象
二
年
）
二
月
に
は
天
元
上
皇
太
后
と
な
っ
た
。
静
帝
が
即
位
す
る
と
太
皇
太

后
と
な
り
、
五
八
二
年
（
隋
開
皇
二
年
）
に
三
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

　

②
李
氏
は
名
を
娥
姿
と
い
い
、
楚
の
人
で
あ
る
。
五
五
四
年
（
西
魏
恭
帝
元
年
）、

江
陵
が
陥
落
し
た
と
き
李
氏
も
籍
没
さ
れ
て
長
安
に
連
行
さ
れ
、
宇
文
泰
が
武
帝
に

下
賜
し
た
。
の
ち
に
寵
愛
さ
れ
て
宣
帝
を
生
み
、
五
七
八
年
（
宣
政
元
年
）、
宣
帝

が
即
位
す
る
と
帝
太
后
と
な
っ
た
が
、
五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
に
は
天
元
帝
太

后
、
つ
い
で
天
皇
太
后
と
な
り
、
翌
年
に
は
天
元
聖
皇
太
后
と
な
っ
た
。
宣
帝
が
崩

じ
、
静
帝
が
即
位
す
る
と
大
帝
太
后
と
な
り
、
五
八
九
年
（
隋
開
皇
元
年
）
三
月
、

出
家
し
て
尼
と
な
っ
て
常
悲
と
改
名
し
、
五
八
八
年
（
開
皇
八
年
）、
五
三
歳
で
死

去
し
た
。
尼
僧
の
礼
で
も
っ
て
大
興
城
の
南
に
葬
ら
れ
た
。

　

③

狄
姫
、
④
馮
姫
、
⑤
薛
世
婦
、
⑥
鄭
姫
に
つ
い
て
は
『
周
書
』
巻
一
三
、
諸

子
伝
に
名
前
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

（
五
）
宣
帝
（
宇
文
贇
）

　

宣
帝
（
宇
文
贇
）
は
五
五
九
年
（
武
成
元
年
）、
武
帝
の
長
男
と
し
て
同
州
で
生

ま
れ
た
。
五
七
二
年
（
建
徳
元
年
）
四
月
、
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
五
七
八
年

（
宣
政
元
年
）
六
月
、
武
帝
が
死
去
す
る
と
皇
帝
に
即
位
し
た
（
二
〇
歳
）。
五
七
九

年
（
大
象
元
年
）
二
月
、
皇
太
子
衍
（
の
ち
闡
と
改
め
る
）
に
譲
位
し
て
天
元
皇
帝

を
称
す
。
同
年
七
月
、
天
元
皇
后
・
天
皇
后
・
天
右
皇
后
・
天
左
皇
后
を
置
き
、
翌

年
二
月
に
は
天
元
大
皇
后
・
天
大
皇
后
・
天
右
大
皇
后
・
天
左
大
皇
后
と
改
称
し
、

さ
ら
に
三
月
に
は
上
記
の
四
皇
后
に
天
中
大
皇
后
を
加
え
て
五
皇
后
が
置
か
れ
た
。

そ
し
て
五
月
、
二
二
歳
の
若
さ
で
死
亡
し
た
。

　

宣
帝
に
は
①
楊
皇
后
、
②
朱
皇
后
、
③
陳
皇
后
、
④
元
皇
后
、
⑤
尉
遅
皇
后
、
⑥

王
姫
、
⑦
皇
甫
姫
が
い
た
。

　

①
楊
氏
は
楊
堅
の
長
女
で
、
名
を
麗
華
と
い
い
、
宣
帝
が
皇
太
子
の
と
き
に
武
帝

が
皇
太
子
妃
と
し
て
納
め
た
。
宣
帝
が
即
位
す
る
と
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
。
五
七
九

年
（
大
象
元
年
）
二
月
、
宣
帝
は
息
子
衍
に
譲
位
し
て
み
ず
か
ら
天
元
皇
帝
と
称
し

た
。
こ
の
と
き
楊
氏
は
天
元
皇
后
と
な
っ
た
。
七
月
、
天
皇
后
（
朱
氏
）
お
よ
び
左

皇
后
（
陳
氏
）
と
右
皇
后
（
元
氏
）
を
立
て
、
天
元
皇
后
（
楊
氏
）
と
あ
わ
せ
て
四

皇
后
が
並
び
立
っ
た
。
さ
ら
に
翌
年
二
月
に
は
四
皇
后
に
大
を
加
え
て
大
皇
后
と

し
、
三
月
に
は
あ
ら
た
に
尉
遅
氏
を
天
左
大
皇
后
と
し
、
も
と
天
左
大
皇
后
で
あ
っ

た
陳
氏
を
あ
ら
た
に
天
中
大
皇
后
と
し
た
こ
と
で
、
五
人
の
皇
后
が
置
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
宣
帝
は
楊
氏
を
譴
責
し
、
死
を
賜
い
自
殺
を
逼
っ
た
が
、
母

親
の
独
弧
氏
が
謝
罪
し
、
よ
う
や
く
許
さ
れ
た
。
宣
帝
の
死
後
、
皇
太
后
に
な
っ
て

弘
聖
宮
に
住
ん
だ
。
隋
が
建
国
さ
れ
て
五
八
六
年
（
開
皇
六
年
）、
楊
氏
は
楽
平
公

主
と
な
り
、
六
〇
九
年
（
大
業
五
年
）、
煬
帝
に
従
っ
て
河
西
の
張
掖
に
行
幸
し
、

そ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
（
四
九
歳
）。

　

②
朱
氏
は
呉
の
人
で
、
名
を
満
月
と
い
い
、
家
の
事
に
坐
し
て
東
宮
に
没
官
さ
れ

た
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
武
帝
の
李
皇
后
と
同
じ
く
、
江
陵
陥
落
の
際
に
長
安
に
連
行

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
五
七
二
年
（
建
徳
元
年
）
年
、
宣
帝
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ

る
と
朱
氏
は
選
ば
れ
て
衣
服
を
扱
う
係
と
な
っ
て
宣
帝
に
召
さ
れ
翌
年
、
静
帝
衍
を

生
ん
だ
。
五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
四
月
、
天
元
帝
后
に
立
て
ら
れ
、
七
月
、
天
皇
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后
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の
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え
（
松
下
）

后
と
な
り
、
翌
年
二
月
、
天
大
皇
后
と
な
っ
た
。
朱
氏
は
良
家
の
出
身
で
は
な
く
、

宣
帝
よ
り
も
十
歳
ほ
ど
年
上
で
あ
っ
た
の
で
寵
愛
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
静
帝
を
生
ん

だ
こ
と
で
尊
崇
さ
れ
、
後
宮
に
お
け
る
順
位
は
楊
皇
后
に
次
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
宣

帝
が
崩
じ
る
と
静
帝
は
朱
氏
を
帝
太
后
と
し
た
。
五
八
一
年
（
隋
開
皇
元
年
）、
出

家
し
て
尼
と
な
っ
て
法
浄
と
名
乗
り
、
五
八
六
年
（
開
皇
六
年
）、
四
〇
歳
で
死
去

し
、
尼
僧
の
礼
で
も
っ
て
京
城
に
葬
ら
れ
た
。

　

③
陳
氏
は
穎
川
の
人
で
名
を
月
儀
と
い
い
、
も
と
北
斉
に
仕
え
た
山
提
の
第
八
女

で
あ
る
。
武
帝
が
北
斉
を
平
定
し
た
と
き
山
提
は
大
将
軍
・
淅
陽
郡
公
に
拝
さ
れ
、

陳
氏
は
五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
六
月
に
選
ば
れ
て
後
宮
に
入
り
、
徳
妃
と
な
っ

た
。
翌
月
に
は
天
左
皇
后
に
立
て
ら
れ
、
翌
年
二
月
に
は
天
左
大
皇
后
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
同
年
三
月
に
宣
帝
は
五
帝
に
な
ら
っ
て
五
人
の
皇
后
を
置
く
こ
と
に
し
、
あ

ら
た
に
天
中
大
皇
后
を
置
い
て
、
陳
氏
を
あ
て
た
。
宣
帝
が
崩
じ
る
と
陳
氏
は
出
家

し
て
尼
と
な
り
、
華
光
と
改
名
し
た
。

　

④
元
氏
は
河
南
洛
陽
の
人
で
、
名
を
楽
尚
と
い
い
、
開
府
元
晟
の
第
二
女
に
あ
た

る
。
一
五
歳
の
と
き
選
ば
れ
て
後
宮
に
入
り
、
貴
妃
と
な
っ
た
。
五
七
九
年
（
大
象

元
年
）
七
月
、
天
右
皇
后
に
立
て
ら
れ
、
翌
年
二
月
に
天
右
大
皇
后
と
な
っ
た
。
宣

帝
が
崩
じ
る
と
出
家
し
て
尼
と
な
り
華
勝
と
改
名
。
陳
氏
と
元
氏
は
同
時
期
に
入
宮

し
て
と
も
に
妃
と
な
り
、
そ
の
後
も
同
じ
よ
う
に
皇
后
に
進
ん
だ
。
年
令
も
同
じ
で

あ
っ
た
た
め
二
人
は
特
に
親
密
で
あ
っ
た
。
尼
と
な
っ
た
あ
と
、
李
氏
・
朱
氏
・
尉

遅
氏
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
が
、
二
人
は
唐
の
太
宗
の
貞
観
中
頃
ま
で
存
命
で

あ
っ
た
。

　

⑤
尉
遅
氏
は
名
を
熾
繁
と
い
い
、
蜀
国
公
尉
遅
迥
の
孫
娘
に
あ
た
る
。
は
じ
め
西

陽
公
宇
文
温
に
嫁
い
だ
が
、
入
朝
し
た
際
に
宣
帝
に
逼
ら
れ
て
関
係
を
も
っ
た
。
宇

文
温
が
誅
殺
さ
れ
る
と
後
宮
に
入
り
、
長
貴
妃
に
拝
さ
れ
た
。
五
八
〇
年
（
大
象
二

年
）
三
月
、
天
左
大
皇
后
と
な
り
、
宣
帝
が
崩
じ
る
と
出
家
し
て
尼
と
な
り
、
華
首

と
改
名
し
た
。
五
九
五
年
（
隋
開
皇
十
五
年
）、
三
〇
歳
で
死
去
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
⑥
王
姫
と
⑦
皇
甫
姫
に
つ
い
て
は
名
前
が
伝
わ
る
の
み
で
あ
る
。

（
六
）
静
帝
（
宇
文
衍
）

　

静
帝
（
宇
文
衍
）
は
、
五
七
三
年
（
建
徳
二
年
）
六
月
、
宣
帝
の
長
男
と
し
て
東

宮
で
生
ま
れ
た
。
五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
一
月
、
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
、
二
月
に

皇
帝
位
を
譲
ら
れ
て
正
陽
宮
に
入
っ
た
。
翌
年
、
宣
帝
が
死
去
す
る
と
天
台
に
移

り
、
天
元
上
皇
太
后
阿
史
那
氏
を
太
皇
太
后
、
天
元
聖
皇
太
后
李
氏
を
太
帝
太
后
、

天
元
大
皇
后
楊
氏
を
皇
太
后
、
天
大
皇
后
朱
氏
を
帝
太
后
と
改
称
し
、
天
中
大
皇
后

陳
氏
、
天
右
大
皇
后
元
氏
、
天
左
大
皇
后
尉
遅
氏
は
み
な
出
家
さ
せ
て
尼
と
し
た
。

五
八
一
年
（
大
定
元
年
）
二
月
、
随
王
楊
堅
に
禅
譲
し
て
介
国
公
と
な
り
、
五
月
に

殺
さ
れ
た
（
九
歳
）。

　

静
帝
は
①
司
馬
皇
后
の
み
記
録
が
あ
る
。
司
馬
氏
は
名
を
令
姫
と
い
い
、
柱
国
・

滎
陽
公
消
難
の
娘
で
あ
る
。
司
馬
消
難
は
も
と
北
斉
に
仕
え
て
い
た
が
、
文
宣
帝
の

時
に
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
北
周
に
亡
命
し
た
。
五
七
九
年
（
大
象
元
年
）
二

月
、
宣
帝
が
譲
位
し
、
七
月
に
静
帝
の
た
め
に
納
め
て
皇
后
に
立
て
た
。
翌
年
八

月
、
司
馬
消
難
が
陳
に
亡
命
す
る
と
、
楊
堅
は
皇
后
を
廃
位
し
て
庶
人
と
し
た
。
そ

の
後
、
隋
の
司
隷
刺
史
李
丹
に
嫁
ぎ
、
唐
の
貞
観
中
ま
で
存
命
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、
北
周
の
後
宮
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
な
か
で
宣
帝
の
と
き
先
代
武
帝
の
后

妃
を
納
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

宣
帝
の
行
動
に
見
え
る
も
の
は
執
拗
な
ま
で
の
「
天
」
へ
の
執
着
で
あ
る
。
み
ず
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か
ら
を
天
元
皇
帝
と
称
し
、
居
処
を
天
台
と
称
し
、
制
詔
を
天
制
詔
、
敕
を
天
敕
と

称
し
、
臣
下
に
対
し
て
常
に
天
と
自
称
し
、
さ
ら
に
車
旗
章
服
を
前
王
の
数
の
倍
に

し
、
人
々
が
高
・
大
と
称
す
る
の
を
禁
止
し
た
。
こ
の
よ
う
な
行
動
の
う
ら
に
あ
る

の
は
偉
大
な
父
武
帝
の
存
在
で
あ
る
。
武
帝
を
越
え
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
変

革
し
、
全
て
の
面
で
越
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
現
れ
が
天
で
あ
り
、
ま
た
複
数
の
皇

后
を
立
て
、
武
帝
の
宮
人
を
自
分
の
後
宮
に
納
め
）
27
（

る
と
い
っ
た
行
動
に
な
っ
た
。

従
っ
て
宣
帝
の
行
為
は
レ
ビ
レ
ー
ト
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
発
想
に
お
い
て

は
遊
牧
的
伝
統
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
宣
帝
に
至
る

ま
で
北
周
で
は
レ
ビ
レ
ー
ト
が
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
孝
閔
帝
、
明
帝
、
武

帝
の
三
代
に
わ
た
る
即
位
に
宇
文
護
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
人
は
宇
文
護
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
傀

儡
で
あ
っ
た
た
め
に
独
自
の
行
動
を
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
武
帝
が
宇
文

護
を
誅
殺
し
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
皇
帝
が
主
導
権
を
握
る
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。

武
帝
は
宇
文
護
を
誅
殺
す
る
と
、
廃
位
さ
れ
た
兄
の
覚
に
皇
帝
号
を
上
し
て
孝
閔
帝

と
し
、
廃
位
と
と
も
に
出
家
し
て
尼
と
な
っ
た
皇
后
の
元
氏
を
孝
閔
皇
后
と
し
て
崇

義
宮
に
住
ま
わ
せ
た
。
さ
ら
に
宣
帝
は
積
極
的
に
主
導
権
を
発
揮
し
、
み
ず
か
ら
を

上
帝
に
比
す
る
ま
で
に
な
っ
）
28
（

た
。

　

五
八
〇
年
（
大
象
二
年
）
五
月
、
宣
帝
が
崩
じ
る
と
、
静
帝
は
天
元
上
皇
太
后

（
阿
史
那
氏
）
を
太
皇
太
后
、
天
元
聖
太
后
（
李
氏
）
を
太
帝
太
后
、
天
元
大
皇
后

（
楊
氏
）
を
皇
太
后
、
天
大
皇
后
（
朱
氏
）
を
帝
太
后
と
し
、
そ
の
ほ
か
天
中
大
皇

后
（
陳
氏
）・
天
右
大
皇
后
（
元
氏
）・
天
左
大
皇
后
（
尉
遅
氏
）
を
出
家
さ
せ
て
尼

と
し
た
。
静
帝
に
と
っ
て
朱
氏
は
生
母
で
あ
り
、
ま
た
楊
氏
は
随
国
公
楊
堅
の
娘
で

あ
る
た
め
出
家
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
先
帝
の
后
妃
に
つ
い
て
は

帝
の
崩
御
に
と
も
な
っ
て
強
制
的
に
出
家
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
帝
の
崩
御
に
と

も
な
い
后
妃
が
強
制
的
に
出
家
さ
せ
ら
れ
た
最
初
の
事
例
に
あ
た
）
29
（

る
。
な
お
朱
氏
は

隋
が
建
国
さ
れ
る
と
出
家
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
北
周
で
は
后
妃
を
強
制
的
に
出
家
さ

せ
、
他
家
に
嫁
が
せ
な
か
っ
た
。

お 

わ 

り 

に

　

北
斉
・
北
周
の
後
宮
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
結
果
、
北
斉
で
は
代
替
わ
り
ご
と

に
先
帝
の
皇
后
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
意
図
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
れ
は
先
帝
の
皇
后
を
み
ず
か
ら
の
後
宮
に
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
継
者
と
し
て

の
正
統
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
北
周
で
は
宣
帝
が
先
帝

で
あ
る
武
帝
の
后
妃
を
自
分
の
後
宮
に
入
れ
た
。
宣
帝
は
武
帝
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
手
段
の
一
つ
と
し
て
レ
ビ
レ
ー
ト
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
北
斉
・
北
周
の
レ
ビ
レ
ー

ト
は
遊
牧
国
家
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
遊
牧
国
家
に

お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
は
王
家
の
血
統
を
維
持
す
る
こ
と
と
、
部
族
間
の
同
盟
を
維
持

し
財
産
の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
が
、
北
斉
・
北
周
の
場
合
は
、
血
統
の
維
持
や

同
盟
と
い
っ
た
目
的
よ
り
は
、
君
主
の
正
統
性
を
高
め
る
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
遊
牧
国
家
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
に
も
同
様
の
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
否

定
し
な
い
。
し
か
し
遊
牧
国
家
に
お
け
る
レ
ビ
レ
ー
ト
と
完
全
に
同
じ
も
の
で
は
な

い
。

　

史
料
で
は
レ
ビ
レ
ー
ト
は
「
淫
」、「
蒸
（
烝
）」
と
い
っ
た
否
定
的
な
行
為
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
淫
乱
な
君
主
に
よ
る
特
異
な
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
史
料
を
残
し
た
も
の
の
理
解
で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
か
ら
一
歩
引

い
た
立
場
で
捉
え
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
隋
の
煬
帝
も
父
の
后
妃
で
あ
る
宣
華
夫
人

陳
氏
と
宣
華
夫
人
蔡
氏
を
父
が
崩
御
し
た
の
ち
に
烝
し
て
い
）
30
（
る
。
こ
れ
も
煬
帝
が
淫
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后
妃
の
ゆ
く
え
（
松
下
）

乱
な
皇
帝
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
後
継
者
争
い
を
制
し
て
皇
帝
と
な
っ

た
煬
帝
が
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
高
め
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

注（
1
） 

岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
、
四
〇
八
頁
）
に

は
、「
而
も
北
斉
の
王
室
に
流
る
る
淫
乱
の
風
は
、
始
祖
高
歓
に
初
ま
り
高
洋
に
至
っ

て
最
甚
し
き
こ
と
趙
翼
の

記
に
詳
か
で
あ
り
、
其
出
処
は
北
史
の
本
記
に
拠
つ
て
居

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
レ
ビ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
2
） 

宮
崎
市
定
『
隋
の
煬
帝
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
一
九
頁
。

（
3
） 

宮
崎
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（
4
） 

北
斉
の
後
宮
に
つ
い
て
は
お
も
に
以
下
の
研
究
が
あ
る
。
蔡
幸
娟
「
北
斉
北
周
与
隋

代
内
官
制
度
研
究
」（『
歴
史
学
報
』
二
四
号
、
一
九
九
八
年
）
で
は
北
朝
か
ら
隋
に
至

る
后
妃
の
呼
称
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、
レ
ビ
レ
ー
ト
に
つ
い
て

は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
呂
春
盛
『
北
斉
政
治
史
研
究
│
│
北
斉
衰
亡
原
因
之
考
察
』

（
国
立
台
湾
大
学
文
学
院
、
一
九
八
七
年
）
で
は
「
北
斉
的
君
権
問
題
」
と
し
て
、
北

斉
に
お
け
る
皇
位
継
承
の
問
題
を
検
討
し
、
嫡
子
相
続
を
目
指
し
た
が
、
遊
牧
国
家
的

実
力
主
義
の
前
に
実
現
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
王
怡
辰
『
東
魏
北
斉
的
統
治
集

団
』（
文
津
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
二
〜
一
六
九
頁
）
で
は
「
統
治
集
団
的
婚
姻

関
係
」
と
し
て
、
高
歓
以
下
、
北
斉
の
皇
室
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加

え
て
い
る
。
李
明
仁
『
中
国
古
代
君
主
継
承
制
之
研
究
』（
稲
郷
出
版
社
、
二
〇
一
二

年
）
も
北
斉
の
君
主
継
承
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
5
） 

王
怡
辰
、
前
掲
書
。

（
6
） 

蔡
幸
娟
、
前
掲
論
文
。

（
7
） 

『
北
史
』
巻
一
三
、
后
妃
上
。

（
8
） 

『
北
斉
書
』
巻
一
、
神
武
紀
上
に
よ
る
と
、
高
歓
の
祖
父
謐
が
罪
を
犯
し
て
懐
朔
鎮

に
配
流
さ
れ
、
父
の
高
湖
は
白
道
の
南
に
住
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
懐
朔
鎮
の

行
政
区
は
白
道
の
南
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
9
） 

『
北
斉
書
』
巻
九
、
后
妃
伝
は
欠
落
し
て
い
る
た
め
、『
北
史
』
を
引
用
す
る
。

（
10
） 

『
北
史
』
巻
五
四
、
婁
昭
伝
に
よ
る
と
婁
氏
一
族
は
代
郡
平
城
の
人
で
、
家
僮
千

数
、
牛
馬
谷
を
以
て
量
る
ほ
ど
資
産
を
有
す
る
豪
族
で
、
の
ち
に
部
族
を
率
い
て
懐
朔

鎮
に
移
住
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
11
） 

『
北
史
』
巻
一
四
、
蠕
蠕
公
主
伝
。

（
12
） 

『
北
史
』
巻
一
四
、
馮
翊
太
妃
鄭
氏
伝
で
は
厳
祖
の
妹
と
な
っ
て
お
り
、
名
も
大
車

と
な
っ
て
い
る
が
、
同
書
巻
三
五
、
鄭
厳
祖
伝
で
は
厳
祖
の
庶
子
仲
礼
の
姉
火
車
と

な
っ
て
い
る
。

（
13
） 

王
怡
辰
、
前
掲
書
は
北
魏
孝
文
帝
の
婚
姻
政
策
に
よ
り
、
北
魏
諸
王
が
婚
姻
を
結
ぶ

家
柄
が
固
定
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
北
燕
馮
氏
、
隴
西
李
氏
の
家
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と

し
て
い
る
。
な
お
『
北
史
』
巻
一
四
、
本
伝
で
は
「
李
延
寔
従
妹
」
と
な
っ
て
い
る

が
、『
魏
書
』
巻
一
九
下
、
城
陽
王
徽
伝
で
は
「
徽
後
妻
、
荘
帝
舅
女
、
侍
中
李
彧
、

帝
之
姉
婿
」
と
あ
り
、
北
魏
孝
荘
帝
の
舅
が
李
延
寔
で
あ
る
の
で
、
李
氏
は
従
妹
で
は

な
く
、
娘
に
あ
た
る
こ
と
は
、『
北
史
』
巻
一
四
、
校
勘
記
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

（
14
） 

『
魏
書
』
巻
八
四
、
盧
景
裕
伝
。

（
15
） 

『
北
史
』
巻
一
四
、
后
妃
下
で
は
姉
と
な
っ
て
い
る
。

（
16
） 

趙
超
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
顔
玉
光
墓

誌
、
四
七
五
頁
。

（
17
） 

岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
、
四
一
〇
〜
四
一

一
頁
）
で
は
隣
和
公
主
を
武
成
帝
の
母
、
高
歓
の
妻
と
し
て
い
る
が
誤
り
で
あ
る
。
な

お
隣
和
公
主
に
つ
い
て
は
趙
超
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
彙
編
』
に
蠕
蠕
公
主
墓
誌
（
三
八

二
〜
三
八
三
頁
）
が
あ
り
、
五
五
〇
年
（
武
定
八
年
）
四
月
七
日
、
一
三
歳
の
若
さ
で

晋
陽
に
て
死
亡
し
て
い
る
。

（
18
） 

武
定
三
年
（
五
四
五
）、
任
冑
は
爾
朱
文
暢
・
房
子
遠
・
鄭
仲
礼
ら
と
高
歓
を
殺
害

し
よ
う
と
謀
っ
た
が
、
事
前
に
発
覚
し
て
冑
と
そ
の
子
弟
は
誅
殺
さ
れ
た
（『
北
斉

書
』
巻
一
九
、
任
冑
伝
）。
ま
た
彭
楽
は
五
五
一
年
（
天
保
二
年
）、
謀
反
を
計
画
し
た

が
劉
章
に
密
告
さ
れ
誅
殺
さ
れ
た
（『
北
史
』
巻
五
三
）。

（
19
） 

蔡
幸
娟
、
前
掲
論
文
。

（
20
） 
『
北
斉
書
』
巻
八
お
よ
び
『
北
史
』
巻
八
、
後
主
本
紀
で
は
右
昭
儀
と
な
っ
て
い
る
。

（
21
） 
『
北
史
』
巻
三
三
、
李
孝
貞
伝
に
は
「
諸
房
子
女
、
多
有
才
貌
、
又
因
昭
信
后
（
文

宣
皇
后
）、
所
以
与
帝
室
姻
媾
重
疊
」
と
あ
る
。

（
22
） 

沢
田
勲
『
匈
奴
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
二
頁
。

（
23
） 

王
仲
犖
『
北
周
六
典
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
）、
蔡
幸
娟
、
前
掲
論
文
。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
六
号

（
24
） 

鎌
田
重
雄
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
）。

（
25
） 
『
北
史
』
巻
九
、
周
本
紀
で
は
五
〇
歳
で
死
去
し
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
周

書
』
に
従
う
。

（
26
） 
『
北
史
』
巻
九
、
周
本
紀
で
は
七
歳
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
周
書
』
に
従

う
。

（
27
） 

『
周
書
』
巻
七
、
宣
帝
紀
「
嗣
位
之
初
、
方
逞
其
欲
。
大
行
在
殯
、
曾
無
戚
容
、
即

閲
視
先
帝
宮
人
、
逼
為
淫
乱
」。

（
28
） 

会
田
大
輔
「
北
周
天
元
皇
帝
考
」（『
東
方
学
』
一
三
一
、
二
〇
一
六
年
）。

（
29
） 

則
天
武
后
は
太
宗
の
后
妃
で
あ
っ
た
が
、
太
宗
の
崩
御
に
と
も
な
い
そ
の
他
の
后
妃

と
と
も
に
出
家
さ
せ
ら
れ
て
感
業
寺
に
入
っ
た
が
、
皇
帝
の
崩
御
に
と
も
な
い
后
妃
が

み
な
出
家
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
実
際
に
は
稀
で
あ
る
。

（
30
） 

『
隋
書
』
巻
三
六
、
后
妃
伝
。 

127


